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序章ɹ地域計画の作成

１ɹ計画作成の背景と目的

（１）ɹ計画作成の背景

ɹ群馬県の北西部に位置する⾧野原町は、明治 22年（1889）の町村制により隣接した

１町９村が合併し現在の「⾧野原町」が誕生して以来 140 年近く、昭和の大合併、平成

の大合併の時代を経ても、町域が変わらない全国的に極めて珍しい自治体です。また、

最初にダム建設計画が町に示された昭和 27年（1952）から、68年の歳月を経て令和２

年（2020）に完成した八ッ場ダムを擁する町でもあります。

ɹ近年、全国的に文化財を次世代へと継承する担い手の不足、地域の衰退による文化財

の散逸や滅失が課題になっています。過疎化や地域コミュニティ意識の希薄化により、

無形の民俗文化財の後継者の育成や個人所有の有形文化財、記念物等の継承がますます

困難な状況になることが予想されます。さらに激甚化する自然災害や、犯罪行為への対策・

対応も喫緊の課題です。

ɹ本町においても少子化に伴い人口減少が進行しているのみならず、⾧期間にわたる八ッ

場ダム建設事業やそれに伴う生活再建事業により町外への転出者が増加し、総人口と若

年者数が年々減少して、令和３年（2021）４月１日に初めて過疎地域の指定を受けました。

ɹこのように文化財を取り巻く環境が変化している状況を踏まえ、国は、未指定を含め

た文化財をまちづくりに活かしつつ、地域社会総がかりで、その継承に取り組んでいく

ために、地域における文化財の計画的な保存・活用の促進や、地方文化財保護行政の推

進力の強化を図ることを目的に、平成 30年 (2018) に文化財保護法（以下、「法」という。）

を改正し、平成 31 年（2019）４月１日に施行しました。改正法では、都道府県は、文

化財の保存・活用に関する総合的な施策の大綱を策定できること、市町村は、都道府県

の大綱を勘案して文化財の保存・活用に関する総合的な計画を作成し、文化庁⾧官によ

る認定を申請できることなどが制度化されました。これにより各地域において中・⾧期

的な観点から、文化財の保存・活用のための取組みの計画的・継続的な実施が一層促進

されることが期待されています。この法改正を受けて、群馬県は、文化財の保存・活用

のための基本的な方針を示す「群馬県文化財保存活用大綱」を令和２年（2020）３月に

策定しました。

（２）ɹ計画作成の目的

ɹこのような文化財保護法の改正及び群馬県文化財保存活用大綱の策定を踏まえ、本町

において中・⾧期的な観点から文化財の保存・活用のための基本的な方針を示し、文化

財の専門家のみならず多様な関係者が参画した地域総がかりによる文化財の次世代への

継承に向けた取組みを推進することを目的として、今後の文化財の保存・活用に関する

基本計画（マスタープラン）であり、設定した計画期間の中で実施すべき行動計画（ア

クションプラン）である「⾧野原町文化財保存活用地域計画」（以下、「本計画」という）

を法第 183 条の 3 に基づき作成しました。
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２ɹ計画期間

ɹ計画期間は令和８年度（2026）から令和 17年度（2037）の 10 年間とします。ただ

し、本計画策定に併行して第六次、計画期間中に第七次⾧野原町総合計画を策定する予

定で、これにあわせて、措置等の進捗状況を踏まえた見直しを行います。また社会情勢や、

⾧野原町における文化財をめぐる環境等に大きな変化が生じた場合にも、適宜計画内容

の見直しを行います。「計画期間の変更」「市町村区域内に存する文化財の保存に影響を

及ぼすおそれのある変更」「地域計画の実施に支障が生じるおそれのある変更」の場合は、

文化庁⾧官による変更の認定を受けます。また、それ以外の軽微な変更は群馬県と文化

庁に情報提供します。

３ɹ地域計画の位置づけ

ɹ本計画は、法第 183 条の３（文化財保存活用地域計画の認定）に基づく、本町におけ

る文化財の保存及び活用に関する総合的な計画として作成しました。作成にあたって「第

五次⾧野原町総合計画」及び「第２期⾧野原町人口ビジョン⾧野原町まち・ひと・しご

と創生総合戦略」、「⾧野原町教育大綱」を上位計画とし、「群馬県文化財保存活用大綱」

を勘案し、「群馬県文化財防災ガイドライン」やその他の各関連計画との整合を図りまし

た。

（１）  文化財保存・活用にかかる法制度

１）文化財保護法（文化庁）ɹ平成 30 年（2018）６月一部改正

ɹ法の改正により、（１）都道府県による文化財保存活用大綱の策定、（２）市町村によ

る文化財保存活用地域計画の作成及び文化庁⾧官による認定、（３）市町村による文化財

保存活用支援団体の指定、（４）所有者等による保存活用計画の作成及び文化庁⾧官の認

定等が新たに制度化されました。

ɹ文化財保存活用地域計画は、地域における総合的な保存・活用の推進を目的とするも

ので、域内の未指定を含む文化財の総合的な把握を行い、保存・活用のために必要な措

置を定めます。

２）群馬県文化財保存活用大綱（群馬県）ɹ令和２年（2020）３月

ɹ法第 182 条の２に基づき、県や市町村、県民など、地域社会総がかりで文化財を将来

に継承し、歴史文化にあふれた群馬県を守り伝えていく基本的な方針として策定されま

した。基本理念を「歴史文化を知って守り、活かし伝える、魅力あふれる郷土ぐんま」

とし、基本的な方針及び措置が示されています。加えて、市町村への支援の方針、防災・

災害発生時の対応、文化財保存・活用の推進体制が定められています。

ɹ市町村の策定する文化財保存活用地域計画は、都道府県の大綱を勘案し、作成するも

のと文化財保護法で定められています。
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３）⾧野原町文化財保護条例（⾧野原町）ɹ平成２年（1990）３月

ɹ法第 182 条第２項に基づき、同法及び群馬県文化財保護条例による指定等を受けた文

化財以外の文化財で本町の区域内に存するもののうち重要なものについて、「その保存及

び活用のための必要な措置を講じ、もって町民の文化向上に資するとともに、我が国の

文化の進歩に貢献すること」を目的としています。

ɹ文化財を、有形文化財、無形文化財、民俗文化財、記念物及び伝統的建造物群とし、

それぞれ町による保存等について規定しています。また、教育委員会の諮問に応じ、文

化財に関する事項を調査研究し、これらの事項に関し教育委員会に意見を具申するため

の⾧野原町文化財調査委員の任命について定めています。

（２）  上位計画

１）第五次⾧野原町総合計画→現在、第六次⾧野原町総合計画作成中につき差替予定ɹ

〈基本理念：明るく活力あるまちへ〉

〈平成 28 年（2016）３月策定、計画期間：平成 28年度（2016）～令和７年度（2025）〉

ɹすばらしい自然と歴史と人情を活かしたまちづくりの道筋を、総合的かつ体系的に示

すために策定した最上位計画で、基本構想・基本計画・実施計画の三段階で構成してい

ます。まちづくりの基本理念を「明るく活力あるまちへ」と掲げ、「オール⾧野原」の精

神で協力し合い、一体感をもってまちづくりに取組むとしています。

ɹまちづくりの基本理念を実現するために、町の現況や時代の潮流を踏まえながら７つ

の目標を設定し、それぞれに施策の大綱を定めています。このうち、文化財に関する目

標は、基本目標１の「しごとづくり」と基本目標２の「まちづくりはひとづくり」、基本

目標７「八ッ場ダムのまちづくり」です。

図序 -1ɹ本計画の位置づけ
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２）第２期⾧野原町人口ビジョン⾧野原町まち・ひと・しごと創生総合戦略

ɹɹ→現在第３期総合戦略を作成中につき、差替予定

〈令和２年（2020）３月策定、計画期間：令和２年度（2020）～令和７年度（2025）〉

ɹ第２期⾧野原町人口ビジョン⾧野原町まち・ひと・しごと創生総合戦略の計画期間は

令和２年度から令和７年度の 6年間です。基本目標の「一体感あるまちづくり」のもと、

「もっと人が交流しやすくなる！」、「もっと雇用を創出する！」、「もっと子育てしやすく

なる！」、「もっと暮らしやすくなる！」という４つの政策軸を設けています。

ɹ政策軸１「もっと人が交流しやすくなる！」、施策１‐２「地域の魅力の創出」では、

ジオパークを活用した歴史や文化等の教育、⾧野原町やんば天明泥流ミュージアムを活

用した歴史文化の史跡等を活用した地域活性化事業及び伝統文化の保存と推進を挙げて

います。

図序 -2ɹ第五次⾧野原町総合計画の文化財に関する基本方針と施策

→現在、⾧野原町総合計画作成中につき、差替予定
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３）⾧野原町教育大綱

〈昭和 58年（1983）４月策定、平成元年（1989）１月第１次改定、平成６年（1994）

４月第２改定、平成 12年（2000）４月新版策定、平成 17 年（2005）４月第１次改定、

計画期間：期間を定めず〉

ɹ本町における教育・文化の振興に関する基本的な方針を示しています。「自立と共生」

の理念のもと、５つの推進目標と 11の推進施策を掲げています。

ɹ文化財に関連する推進目標・施策として、Ⅰ「確かな学力の育成」・③「郷土に誇りを

もてる学びを推進します」、Ⅴ「生涯学習社会の構築」・⑩「社会教育を推進し、地域の

教育力を高めます」、⑪「生涯にわたる多様な学びの充実に努めます」を挙げています。

（３）  関連する町の計画

１）⾧野原町教育振興基本計画

〈令和５年（2023）４月修正〉

ɹ本町の教育振興に関する基本的な計画を定めています。文化財に関連する事項を次の

とおり掲げています。

「Ⅰ  確かな学力の育成」

③ɹ郷土に誇りをもてる学びを推進します。

○地域の歴史や伝統文化、身近な自然に目を向け、郷土を愛する心の醸成に努めます。

「Ⅴ 生涯学習社会の構築」

⑪生涯にわたる多様な学びの充実に努めます。

○地域の伝統文化の継承と後継者の育成を支援します。

○優れた芸術文化に触れる機会を提供し、文化活動推進のための環境整備に努めます。

○生涯スポーツを推進するなど、町のスポーツ振興に努めます。

○文化財の保護とその活用に努めます。

２）⾧野原町景観計画

〈平成 26 年（2014）４月策定 ,

計画期間：期間を定めず〉

ɹ景観法第８条第１項、⾧野原

町景観条例に基づき、本町の良

好な景観等を保全していくため

に策定しました。景観づくりの

テーマとして「自然と人と歴史

が織りなすまち」を掲げ、眺望

景観、自然景観、農村景観、ま

ち並み景観、歴史景観ごとに良

好な景観形成の方針を示してい

ます。また、地域別の方針とし

て農地・観光地域、八ッ場地域、

市街地地域の３つに類型し、そ
図序 -3ɹ⾧野原町景観計画における類型図
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れぞれの地域別の景観形成方針について定めています。

３）⾧野原町国土強靱化地域計画

〈令和４年（2022）３月策定、計画期間：期間を定めず〉

ɹ大規模自然災害が発生しても被害を最小限に抑え、迅速に復旧・復興できる、強さと

しなやかさを備えた地域・経済社会の構築に向けて国土強靭化地域計画を策定していま

す。「１ 人命の保護が最大限図られること」「２ 町及び社会の重要な機能が致命的な障害

を受けずに維持されること」「３ 町民の財産及び公共施設に係る被害の最小化」「４ 迅速

な復旧・復興」の４つの基本目標を掲げています。

４）⾧野原町山村振興計画

〈平成 22 年度（2010）策定、計画期間：期間を定めず〉

ɹ山村振興法（昭和 40年法律第 64号）に基づき策定した群馬県山村振興基本方針（平

成 27年度改定）を指針として、基本方針と分野別に 12の振興施策を定めています。

ɹ基本方針の「イ）産業の振興」で「観光においては、豊かな自然を最大限活用し、北

軽井沢地区の旧草軽電鉄北軽井沢駅などの既存の観光資源に加え、一体的な観光ルート

の整備等、多面的な観光を展開していく」としています。ɹ

５）⾧野原町過疎地域持続的発展計画

〈令和３年（2021）９月策定・令和４年（2022）３月変更、令和７年（2025）３月変更、

計画期間：計画期間は令和３年度（2021）～令和 12年度（2030）まで〉

ɹ令和３年４月１日の過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の施行により、

本町全域が過疎地域の指定を受けました。これを受けて、過疎地域の持続的発展に向け、

国の財政支援等を有効に活用するために策定しました。

ɹ文化財に関連する事項として「地域文化の振興等」があります。現状と問題点について、

①地域文化振興施設（収蔵庫を含む）、②旧狩宿茶屋本陣の保存整備、③町史編さん、④

未指定を含む町内文化財の整備、⑤伝統芸能・民俗芸能保護育成を掲げており、その対

策と事業計画を定めています。

６）⾧野原町地域防災計画

〈令和５年（2023）８月策定、計画期間：定めず〉

ɹ災害対策基本法（昭和 36年法律第 223 号）第 42 条に基づき、風水害、雪害、火山災害、

地震、事故災害及び火災に係る災害予防、応急対策及び復旧を実施することにより、住

民の生命、身体及び財産を災害から守ることを目的に、⾧野原町防災会議が策定しました。

ɹ文化財に関する災害予防対策について、県及び町は、文化財保護のための施設・設備

の整備等の耐震対策に努めること、また災害応急対策としては、情報収集を進め、文化

財の安全性の確保、応急修復を行うことを定めています。
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（４）  個別の文化財に関する計画

１）名勝「吾妻峡」保存管理計画書

〈平成 22 年 (2010) ３月策定ɹ計画期間を定めず〉

ɹ国指定名勝吾妻峡の保存管理に関する計画です。名勝地の価値が損なわれない保存管

理の基本的な考え方や、現状を変更するにあたっての取扱いの基準等を示しています。

また、将来を考えた活用に向けての基本的な方針等も示しています。

２）旧狩宿茶屋本陣保存活用計画

<令和３年 (2021) ３月策定 計画期間：令和３年度（2021）～令和 12年度（2030）〉

ɹ国登録有形文化財旧狩宿茶屋本陣の保存・活用に関する計画です。保存活用の基本方

針を「文化財を損なわない保存活用を行う」「町民参加の保存活用を行う」「歴史を活か

した教育研修の場とする」「敷地全体を修復の対象とし周囲の環境も保全する」「茶屋本

陣の歴史を大切にする」とし、保存管理、活用、環境保全、防災、運営活用について方

針を示しています。

（５）  町域を越えた計画等

１）浅間山北麓ジオパーク保全管理計画ɹ

〈令和２年２月策定 : 計画期間 : 令和３年（2021）～令和７年（2025）〉

２）浅間山北麓ジオパーク基本計画（マスタープラン）ɹ

〈令和３年５月改訂ɹ計画期間：令和３年（2021）～令和７年（2025）〉

３）浅間山北麓ジオパーク行動計画（アクションプラン）

〈令和３年７月改訂ɹ計画期間：令和３年（2021）～令和７年（2025）〉

ɹ浅間北麓ジオパークは、平成 28年（2016）９月に日本ジオパークに認定され、これ

らの計画は浅間山ジオパーク推進協議会が策定しました。

ɹ対象エリアは嬬恋村の吾妻川右岸地域及び本町全域で、さらにＡ～Ｆの６つのエリア

内にジオサイトとそれぞれ拠点施設を設定しています。

ɹ保全管理計画には、７つのテーマ別ストーリー、時代別のストーリーによって浅間山

北麓ジオパークの概要を紹介しています。また、保全保護の状況（現況）、行われている

保全活動を示しています。

ɹ基本計画（マスタープラン）

では、浅間山北麓ジオパークが

目指す基本的な将来像と取組の

方向性を示しています。それに

基づき、浅間山北麓ジオパーク

の質の維持・向上を図るために、

中期的に取り組むべき具体的な

内容と道筋を行動計画（アク

ションプラン）に示しています。

図序 -4ɹジオパークの拠点施設等



8

４）吾妻広域都市計画圏都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（都市計画区域マスター

プラン）

〈令和２年（2020）改定〉

ɹ都市計画区域マスタープランは、県が定める法定計画で、都市づくりの基本的な方向

性を定めるもので、概ね５年毎に見直されています。吾妻広域都市計画圏の都市づくり

の基本理念のうち、目指すべき都市構造・市街地像として、拠点の形成が挙げられており、

観光拠点の中で「東国文化等の歴史拠点」を中心に観光資源や保全すべき県土の景観形

成を目指すことを掲げています。

ɹまた、自然的環境の整備又は保全に関する主要な都市計画の決定の方針のうち、主要

な緑地の配置の方針として、「歴史・文化・生活などの地域資源を活かす：地域の成り立

ちや風土などの地域特性を活かした景観形成をつくる」ことも掲げています。

４ɹ本計画における文化財の定義

ɹ「文化財」とは、我が国にとって歴史上・芸術上・学術上・鑑賞上等の価値が高い文化

的所産（人類が形作ってきた結果として生み出されたものや精神）であり、有形文化財（建

造物、美術工芸品）、無形文化財（演劇､ 音楽､ 工芸技術等）、民俗文化財（有形の民俗

文化財、無形の民俗文化財）、記念物（遺跡、名勝地、動物・植物・地質鉱物）、文化的

景観（棚田､ 里山､ 用水路等）、伝統的建造物群（宿場町､ 城下町､ 農漁村等）の６つの

図序 -5ɹジオパークエリアマップ
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類型を定義しています。法における保護の対象として、これらに加えて、文化財の保存

のために欠くことのできない伝統的な技術または技能である文化財の保存技術、および

主に遺跡など土地に埋蔵されている状態である埋蔵文化財があります。文化財のうち重

要なものについて、国または県､ 町により指定・選定・登録・記録選択され、保存の措

置が図られています。本計画では、これら指定等の措置が図られている文化財を「指定

等文化財」と呼称します。

ɹ一方で、本町には、指定等文化財以外に、地域の歴史文化を物語るものとして受け継

がれながら、これまで積極的に保存や活用の対象として扱われることがなかった文化財

が多数存在します。その中には、前述の文化財６類型に該当するものの、その価値づけ

が国・県・町等において明確に行われていない、いわゆる「未指定文化財」があります。

さらには、現在は文化財６類型に該当していなくても、社会情勢や価値観の変化のなかで、

文化財として認識されるものの対象（種別、時代など）は広がり続けており、地域の人々

の⾧い営みの中で生み出され、醸成されて今日まで守り伝えられてきた文化財も多数存

在します。それらは地域の歴史文化、生業を語る上で欠かせないものであるとともに、

次世代に継承していくべきものです。本計画ではそれらも重要なものであると捉え、「そ

の他の文化財」として位置づけます。

ɹ本計画においては、指定等文化財はもちろんのこと、未指定文化財、その他の文化財

を含む本町の歴史文化の特性を語る上で欠かせないもの、地域の人々が守り伝えたいも

のをすべて含んで、「⾧野原町の文化財」と位置づけ、計画の対象とします。

図序 -6ɹ本計画における文化財の定義
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５ɹ本計画における地名・地形区分の表記方法

ɹ本計画において、⾧野原という地名を記述する場合に、どの地域を指すことになるのか、

混同が起きやすいため、表現方法の原則的な概念を整理して示しておきます。

ɹ現代の記述においては「⾧野原町」と表現します。明治 22年（1889）の合併以前の

記述の際には「⾧野原」と表現し、特に断りのない場合は現在の町域全体を指すことと

します。現在の大字地区単位での表現について、例えば「⾧野原地区」というように記

述します。行政区単位での表現については、「羽根尾区」のように記述します。なお、合

併以前の町・村の範囲は現在の大字地区と同じであるため、近世以前の記述では「川原

畑村」のように記述する場合もあります。ただし、現在の大字単位の⾧野原地区に相当

する合併以前の⾧野原町については、混同を避けて「旧⾧野原町」と記述します。また、

川原畑地区・川原湯地区・横壁地区・林地区・⾧野原地区を「水没５地区」、あるいは「八ッ

場地区」と呼称します。

ɹ本町は地形の変化に富み、

町内の標高差が 700 ～ 800

ｍもあるということが大きな

特性です。北部を東西に流れ

る吾妻川とそれに流下する河

川沿いの「吾妻川流域」と

南部の浅間山の火山活動に

よってできた「浅間高原」に

大きく分けることができま

す。その周囲には標高 1000

～ 1800 ｍ台の山岳がめぐる

「山岳傾斜地域」があります。

本計画においてもこれまで学

術上⾧く使用されてきたこの

呼称を使用します。

ɹ図序 -7ɹ地形ごとの定義のイメージ図
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６ɹ作成までの経過

（１）実施体制

ɹ地域計画の作成に際して、法 183 条の９に基づき、「⾧野原町文化財保存活用地域計

画協議会（以下、協議会）」を組織しました。⾧野原町教育委員会が事務局となって地域

計画の素案を作成し、庁内関係者からなる「庁内ワーキンググループ（以下、庁内ＷＧ）」

で素案の調整、協議会や⾧野原町文化財調査委員会からの意見聴取を行ない、計画案を

作成しました。

表序 -1ɹ実施体制名簿
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（２）計画作成

ɹ協議会は下表の通り開催しました。協議会、庁内ＷＧ、パブリックコメント、⾧野原

町文化財調査委員会の意見聴取を経て「⾧野原町文化財保存活用地域計画」として決定し、

文化庁へ認定の申請を行いました。

表序 -2ɹ作成までの経過一覧（令和３年度＜ 2021 ＞～令和６年度＜ 2024 ＞）
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ɹ令和３年（2021）に文化庁アドバイザーの西村幸夫氏にご指導いただき、令和４年

（2022）に⾧野原町文化財保存活用地域計画設置要綱を制定、令和６年（2024）１月に

協議会委員を委嘱して、第１回協議会を開催しました。

ɹ令和５年（2023）から３年間にかけて、昭和 50年代に行われた調査によって町内に

多数所在していることが分かっている石造文化財（石造物）の追跡調査を実施しました。

ɹ令和６年度（2024）には、文化財の保存・活用における課題を検討するため、⾧野原

町の歴史文化を構成する自然や文化、歴史を守る・活かす活動を行っている団体に対し

てヒアリングを実施するとともに、各行政区ごとにアンケートによる意見聴取を行いま

した。また、保存・活用していく文化財を掘り下げるため、「⾧野原町のたからもの」と

題して、一般公募による参加者を集めてワークショップを実施しました。

ɹ図序 -8ɹ第１回協議会 ɹ図序 -9ɹポスター展示

（第 57 回⾧野原町文化祭）

表序 -2ɹ作成までの経過一覧（令和７年度＜ 2025 ＞）
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第１章ɹ⾧野原町の概要

１ɹ自然・地理的環境

（１）位置

図 1-1ɹ⾧野原町の位置
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ɹ本町は群馬県の北西部の吾
ㆀㆋㆤㆾ

妻郡に位置し、西は嬬
ㆤㆾ㆔ㆂ

恋村、北は草津町、中之条町、東は

東吾妻町、高崎市、南は⾧野県軽井沢町に接しています。現在の⾧野原町は明治 22年に

10 町村が合併して誕生しました。面積は 133.85㎡で、東西に約 12㎞、南北 18㎞の大

きさで、町土の 70％以上が山林原野です。

ɹ本町は吾妻広域町村圏（中之条町・⾧野原町・嬬恋村・草津町・高山村・東吾妻町）に属し、

消防・福祉等に関する広域連携を結んでいます。

ɹ町内は川
ㆉ㇏㇉ㆯ㆟

原畑・川
ㆉ ㇏ ㇉ ㇆

原湯・横
㇈㆓ㆉㆹ

壁・林
ㆯ㇄㆗

・⾧野原・大
ㆈ ㆈ ㆤ

津・羽
ㆯ ㆭ ㆈ

根尾・古
ㆵ㇋㇂㇊

森・与
㇈ ㆌ ㇄

喜屋・応
ㆈㆈㆎ㇏

桑・北

軽井沢の 11の大字から成り立っています。区（自治会）はおおむね大字ごとですが、羽

根尾地区と古森地区はあわせて羽根尾区となっており、合計 10の区があります。

 （２）地勢

ɹ本町は大きく高
㆟ ㆉ ㆾ

間・白根の両山系と大
ㆈㆈㆼ㇉㆕㇓

洞山系とに挟まれた吾妻川流域の北部と、浅間

高原の南部とに分けられ、高原を除きほとんどが河川・渓流に向かう山岳傾斜地域です。

ɹ町の北西には草津白根山（標高 2,170m）、南西には浅間山（標高 2,568m）という２

つの活火山が位置しています。北部は高間山（標高 1,341.7m）や王
ㆈㆄ㆘㇇ㆄ㆕㇓

城山（標高 1,123.2m）、

吾妻川より南に丸
ㆾ㇋ㆂ㇏

岩（標高 1,124m）や菅
ㆉ㇓ㆽㆄ

峰（標高 1,473.5m）など、南部は南東から南

にかけて浅
ㆀ㆕ㆾㆉㆎ㆗㇄ㆾ

間隠山（標高 1,756.7m）、鷹
㆟ㆉㆤㆪㆍ㇄ㆾ

繋山（標高 1,431.4m）、鼻
ㆯㆪㆾㆋ㇊㇄ㆾ

曲山（標高 1,655m）

など、周囲を 1,000m ～ 1,800m 級の険しい山々に囲まれています。

図 1-2ɹ⾧野原町の地勢（1：5000 地理院地図より編集、加工）
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ɹ本町の河川は⾧野県境の鳥居峠付近（標高 1,362m）を水源とする吾妻川があります。

吾妻川は本町を東に流れ、町内で熊
ㆎㆾㆋ㇏

川・白
㆗㇉㆙ㆪㆋ㇏

砂川など南北の山地に発する支流が注ぎ、渋

川市街地付近で利根川右岸に合流します。町域は吾妻川の中流にあたりますが、かつて

酸性を帯びた水質をもつ支流の流入により、町内の中流域から下流域にかけて魚類の生

息に適さない状態がありました。しかし石灰投入による中和処理が開始されて以来、水

質が改善しています。吾妻川流域は大字⾧野原付近でやや幅が広くなっており、河岸段

丘が発達しています。大字川原湯から東では川幅が狭まり峡谷となっており、吾妻渓谷

を形成しています。

（３）地質

ɹ本町は浅間火山の北東麓に位置し、北海道から榛名山に至る火山帯（那須火山帯）と、

伊豆諸島から北上して富士山・八ヶ岳に至る火山帯（伊豆火山帯）が接合する地域に位

置しています。

ɹ北部では、本町で最も古い時代に堆

積した「川原畑層」が見られます。川

原畑層は枕
ㆾㆎ㇉㆘㇇ㆄ㇈ㆄㆋ㇓

状溶岩と火
ㆉ㆖㇓㆕ㆂ㆛ㆤㆋ㇓

山砕屑岩、緑
㇊㇇ㆎ㆗㇇ㆎ

色

凝
ㆍ㇇ㆄㆉㆂㆋ㇓

灰岩（グリーンタフ）などからでき

ています。現在は川原畑地区で緑色凝

灰岩の露頭を観察できます。その後、

度重なる火山活動の末、約 120 万年～

190 年万年前に火山活動が活発化した

菅峰や王城・高間火山による地質が形

成されました。風化と浸食を繰り返し、

浅間火山や草津白根火山の噴出物や泥

流堆積物が積もり、吾妻川に沿う段丘

面や緩斜面がつくられました。

ɹ南部では、主に浅間山の噴火に伴う

溶岩や火
ㆉ㆕ㆂ㇊㇅ㆄ

砕流等の噴出物が堆積してい

ます。新第三紀の上部に、仏
ㆻㆨ㆐ㆂ㇏

岩火山の

火砕流堆積物や黒
ㆎ㇍ㆵ㇄ㆾ

斑山の岩
ㆋ㇓㆛ㆤ

屑なだれ堆

積物が北軽井沢・応桑地区を覆ってい

ます。東側の山地は、浅間山よりも古

い時代である浅間隠火山の噴出物に覆

われ、浅間大滝（北軽井沢地区）は浅

間隠火山の溶岩の上にできています。

ɹなお、嬬恋村域にある町有地内に⾧野原町営浅間園があり、この付近では浅間山の噴

火に伴う３～４世紀の火砕流（下の舞台溶岩）、天仁元年（1108）の溶岩（上の舞台溶岩）

と火砕流、天明３年（1783）の溶岩（⿁押出し溶岩）の痕跡を観察できます。

ɹ図 1-3ɹ川原畑層の地層

ɹ図 1-4ɹ上の舞台溶岩と⿁押出し溶岩



17

（４）植生

ɹ本町は、夏緑広葉樹林帯やブナ帯とも呼ばれるブナやミズナラなどの夏緑広葉樹（落

葉広葉樹）が生育する植生帯に位置しています。その中でもコナラやミズナラ、アカマ

ツ林などが広く分布しています。自然林および二次林の占める割合が高く植林地は比較

的少ないこと、植林地はスギ植林よりもカラマツ植林が多いことが特徴といえます。

ɹ南部は標高 800mから 1,300mの高地にあり、浅間山を中心として高山性の植物が見

られ、また、夏季でも関東地方の平野

部に比べ冷涼な気候のため牧草地が多

く見られます。

ɹ北部では、吾妻渓谷の景観を特徴と

して、垂直に近い岩壁の存在がありま

すが、ここには多種のシダ植物を中心

とした岩上・岩
ㆋ㇓㆒ㆌ

隙間の植物群落が成立

し、群馬県内でもこれだけ多くのシダ

植物が見られる地域は希少です。特に

ミョウギシダは本州最北の自生地とい

われています。

図 1-5ɹ⾧野原町の地質

（1：200000 日本シームレス地質図Ｖ２を基に作成）

ɹ図 1-6ɹ吾妻峡のミョウギシダ
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ɹ標高 1000 ｍ付近の王城山や丸岩周辺は、浅間山や赤城山等の高山性気候の山地帯に

よくみられるミヤコザサやミズナラの自然林が多く、薪
㆗㇓㆟㇓㇊㇓

炭林として利用されています。

堂
ㆩㆄㆂ㇏

岩山や高ジョッキ等の岩峰にはアカマツやヤマツツジが多く群生する景観をつくって

います。

（５）気候

ɹ本町は、太平洋側の気候区分に入りますが、南部は

1,000m を超える高地であることから寒冷な中央高地

型の気候がみられます。町内に気象庁等の観測地点は

ありませんが、南部は嬬恋村に近いため田
㆟ ㆗ ㇍

代を、北部

は吾妻郡東部の気象条件に近いため中之条の気象デー

タを、各々援用します。

ɹ南部の気温は、年平均気温で７～８度前後、最暖月（８月）の平均気温は 20度前後と、

30度を越えることは少ないです。

ɹしかし、北部の標高 600m 付近では、南部に比べて平均で２、３度気温が高く、年間

降水量は年間 1,200mmから 1,500mmで関東地方の平野部とほぼ同じです。降水量の年

変化は太平洋側であるので、冬季に少なく夏季に多くなっています。１～３月では降雪

し、『⾧野原町地域防災計画』によると、積雪は平成 26年（2014）２月 16 日に記録し

た 162cm が最高積雪深となっています。

図 1-7ɹ⾧野原町の植生

（環境省「自然環境調査Web-GIS 第６～７回調査ɹ植生図」を基に作成）

ɹ図 1-8ɹ田代・中之条の年平均気温
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図 1-9ɹ嬬恋村田代の月別平均降水量

（図 1-9、1-10 は気象庁「過去の気象データ（1991-2020）」を基に作成）

図 1-10ɹ中之条町の月別平均降水量
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２ɹ社会的状況

（１）行政区域の変遷

ɹ江戸時代の本町域には、河
ㆉ㇏㇉ㆯ㆟

原畑村・河
ㆉ ㇏ ㇉ ㇆

原湯村・横壁村・林村・⾧野原町・坪
ㆤ ㆼ ㆂ

井村・勘
ㆉ ㇓ ㆰ ㆍ

場木村・

立
㆟ㆤㆂ㆗

石村・羽根尾村・与喜屋村・新
ㆀ ㇉ ㆂ

井村・古森村・小
㆓ ㇄ ㆩ

宿村・狩
ㆉ㇊㇄ㆩ

宿村の 14町村がありました。

ɹ明治７年（1874）に狩宿村と小宿村が合併して応桑村に改称、明治８年（1875）に

与喜屋村へ新井村が合併、同年、立石村・勘場木村・坪井村が合併し大津村になりました。

明治 22年（1889）の町村制の施行により、川原畑村・川原湯村・横壁村・林村・⾧野原町・

大津村・羽根尾村・古森村・与喜屋村・応桑村が合併し、⾧野原町が誕生しました。昭

和 61年（1986）の大字名の変更により大字応桑から分かれて大字北軽井沢が誕生しま

した。本町は令和元年（2019）には町制 130 年を迎えました。明治 22年（1889）以降、

合併・分割・名称変更等をせず、単独で歴史を守り抜いてきた町は全国で本町と千葉県

印
ㆂ ㇓ ㆰ

旛郡酒
㆗ ㆙ ㆂ

々井町の２町だけとなっています。

図 1-11ɹ⾧野原町の行政区域の変遷
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（２）人口

ɹ令和７年７月現在の人口は 5,092 人です。戦後昭和 35年（1955）がピークで、8,000

人を超えていましたが、その後減少し、令和５年（2023）には 100 年前と同様の 5,200

人になっています。地区別にみると、北軽井沢が最も多く、約 1,600 人と横ばいで推移

しています。これに次ぐ応桑、大津は 1,000 人を下回っています。

ɹ昭和40年（1965）から平成12年（2000）の間はほぼ横ばいでしたが、平成17年（2005）

以降は出生率の低下による少子化、八
㇄ ㇓ ㆰ

ッ場ダム建設に伴う転出者の増加、若年層の求職

を目的とした転出などにより大きく減少傾向に転じています。高齢者比率の大幅な増加、

若年者比率の大幅な減少による、少子高齢化が進行しています。

（３）交通

ɹ本町は、群馬県の北西部に位置し、県庁所在地の前橋市まで約 55㎞、東京都心まで

約 150㎞と県都や首都圏に比較的近く、関越自動車道や上信越自動車道、また北陸新幹

線、上越新幹線といった高速交通網へのアクセスは比較的良好です。主要道は国道 144・

145・146 号の３つの国道の基点が羽根尾地区の交差点にあり、草津温泉や万座温泉、

⿁押出し、軽井沢など、県内はもとより⾧野県を含めた主要な観光・リゾート地を結ぶ

ほか、ＪＲ吾妻線が東西に走り、首都圏への鉄道網も整備されています。令和６年（2024）

に路線バス「八ッ場ぐるりん」が開通し、八ッ場ダムと⾧野原草津口駅、草津温泉を結

ぶ新たな公共交通網が整備されています。

図 1-12ɹ⾧野原町の人口推移

（『第 2期⾧野原町まち・ひと・しごと創生総合戦略』から転載、令和２年度国勢調査結果を加筆）
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ɹさらに現在、群馬県渋川市と⾧野県東御市

を結ぶ地域高規格道路「上信自動車道」の建

設が進められ、令和 11 年度（2029）に群

馬県渋川市と群馬県嬬恋村の間が開通予定と

なっており、本町において広域的アクセスの

飛躍的向上と一層の経済的発展が期待されま

す。

（４）産業

ɹ本町の産業は、令和２年（2020）の国勢調査によれば、産業別の就業者で第３次産業

が 69.6％と最も多く、次いで第１次産業が 16.7％、第２次産業が 13.7％です。平成 27

年（2015）で第２次産業は 19.2％と増加していましたが、令和２年（2020）では減少

しており、それに代わるように第３次産業が増加しています。

ɹ個々の産業別にみていきますと、町の基幹産業であった農業は、年々高齢化が進む中

で後継者が不足しており、農林業センサスによると昭和 50年（1975）に 764 戸あった

農家戸数は令和２年（2020）に 309 戸と 59.6％の減少となり、現在も減少し続けてい

ます。また酪農業は、平成 17年（2005）に 3,340 頭の乳牛を飼育していましたが、令

和２年（2020）に 3,087 頭と微減しています。

図１-14ɹ八ッ場ぐるりん

図１-13ɹ⾧野原町周辺の主な交通機関（1：720000）

（地理院地図より編集、加工）
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ɹ建設業従事者数は国勢調査結果をみると平成 17年（2005）に 450 人でしたが、平成

27年（2015）に 462人と若干ながら増加、令和２年（2020）に 302人と減少しています。

こうした中、医療・福祉業などは国勢調査結果によると平成 17年（2005）に 277 人、

平成 27年（2015）に 309 人、令和２年（2020）に 322 人と増加傾向にあります。八ッ

場ダム建設事業が完了し、八ッ場あがつま湖周辺に新たな観光施設等が誕生したことか

ら、第２次産業が減少し、第３次産業が増加したと思われます。今後も第３次産業で就

業者の増加が予想されます。

ɹしかし、本町における若年者比率は年々減少傾向にあり、産業の担い手が不足してい

ます。本町が属する吾妻地域は、農業と観光業などとの連携による地域の活力向上を目

指しています。従来は八ッ場ダム建設に伴う建設業や高原地帯の気候や地形を活かした

農業・酪農業、リゾート地として発展してきましたが、今後は八ッ場ダム等の新たに誕

生した地域資源や浅間山麓の自然環境等を活用した観光業や農林畜産業の発展と移住定

住施策により、地域経済の発展や地域活性化を図ることが求められています。

図１-14ɹ⾧野原町の産業部門別割合

（e-start 政府統計の窓口「国勢調査結果」より作成）
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ɹɹ令和４年 (2022） ɹɹ令和４年 (2022）

①ɹ農業

ɹ本町では、主に応桑地区と北軽井沢地

区を中心に、標高 1000 ｍを超える高山

性気候を活かしたハクサイやキャベツな

どの高原野菜の栽培や畜産業（酪農）が

盛んです。夏秋キャベツの生産は、群馬

県は 1970 年から 54 年連続で日本一の総

出荷量（2023 年現在）で、そのうち⾧

野原町は、嬬恋村に次いで県内２位、全

国４位の収穫量と出荷量を占めています。

夏ハクサイの生産は、県内１位、全国６

位の収穫量と出荷量を占めています。

②ɹ商工業

ɹ本町の商業は、小売業を中心に町内のニーズに応えてきましたが、近年は人口と商店

数の減少に加え、町外近郊の大型ショッピングモール等への買物客の流出、ネット通販

の拡大等により、商業を取り巻く環境は厳しさを増しています。八ッ場ダム完成以降は

周辺の宿泊飲食業や製造業、建設業等が減少しています。ダム湖周辺の新たな地域資源

の活用等、商工業の振興施策が求められています。

③ɹ観光業

ɹ本町の観光業は大きく標高 1000 ｍ台に位置する応桑・北軽井沢地区を中心とする南

部の浅間高原と八ッ場ダムと八ッ場あがつま湖を中心とする北東部の地域に分けられま

す。

ɹ浅間高原は、浅間牧場や別荘地、町営浅間園（浅間山北麓ビジターセンター）といっ

たリゾート地を有し、観光業を基幹産業として振興してきました。特に、夏は関東地方

の平野部よりも涼しい高山性気候により観光客が多く、別荘地やキャンプ場が所在して

います。

図１-15ɹ北軽井沢地区のキャベツ畑

表 1-1ɹ夏秋キャベツの収穫／出荷量 表 1-2ɹ夏ハクサイの収穫／出荷量
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ɹ北東部では、八ッ場ダム建設完了により、川原湯温泉などの既存の観光資源に加えて、

道の駅八ッ場ふるさと館、やんば天明泥流ミュージアム、湖
ㆿ㆚

の駅丸岩などの新たな観光

資源が誕生しました。令和２年（2020）の新型コロナウイルス感染症（コロナウイルス

2019）の感染拡大の影響をあまり受けず、年々観光入込客数が増加しています。

ɹ次頁に、町の主な観光イベントを掲載します。４月になると、冬季閉鎖していたゴル

フ場やハイキングコースなどのサマースポーツのアクティビティが始まります。同時に

各地域に伝わる神
ㆉ ㆏ ㇉

楽や獅
㆗ ㆗ ㆾ ㆂ

子舞などの伝統行事が始まり、年間を通じてさまざまな行事が

催されます。夏季には夏祭りや盆行事、秋季に町主催の文化祭が催され、多くの住民や

町外住民が集まります。11月下旬以降の冬季は積雪期にあたるため、スキー場がオープ

ンするなどのウィンタースポーツのアクティビティが始まります。

図１-16ɹ吾妻郡内の年度別観光入込客数

（群馬県産業経済部『令和５年（2023）観光入込客統計調査報告書』より作成）

※町の調査地点：道の駅八ッ場ふるさと館

図１-17ɹ町の月別観光入込客数

（『令和５年（2023）観光入込客統計調査報告書』より作成）
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表１-３ɹ町の主な観光イベント（年間行事予定）

図１-19ɹ浅間高原雪合戦図１-18ɹ北軽井沢炎のまつり
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（５）観光施設・文化財関連施設

ɹ北部には、八ッ場ダム事業に伴う代

替地に生活再建施設も兼ねた「道の駅

八ッ場ふるさと館」や「八ッ場湖
ㆿ㆚

の駅

丸岩」などの観光施設があります。また、

平成６年（1994）から 26 年間行われ

た発掘調査の成果を展示公開する施設

である「⾧野原町やんば天
ㆦ㇓㇁ㆂㆧㆂ㇊㇅ㆄ

明泥流ミュー

ジアム」、八ッ場ダム建設の歴史を紹介

している「なるほど！やんば資料館」

という２つの博物館相当施設がありま

す。

ɹ南部には、旧草軽電鉄北軽井沢駅駅

舎に隣接し北軽井沢周辺の観光案内や

旧草軽電鉄の資料を展示している「北

軽井沢観光協会」、浅間火山レースの資

料やバイクを展示する「浅間記念館」

という郷土資料を展示する観光施設が

あります。

ɹまた、嬬恋村域の町営浅
ㆀ㆕ㆾㆆ㇓

間園では「浅

間山北麓ビジターセンター」で浅間山

の地質や植生について展示しています。

ɹこれ以外にも町内には町民や町外住

民が利用できる社会教育施設や観光施

設があり、お互いのネットワークを構

築しています。

図１-21ɹなるほど！やんば資料館

図１-20ɹ八ッ場湖の駅丸岩

図１-22ɹ北軽井沢観光協会 図１-23ɹ浅間記念館
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表１-４ɹ町の主な観光施設・文化財関連施設

図１-24ɹ町営浅間園 図１-25ɹ北軽井沢ミュージックホール
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（６）土地利用

ɹ本町の面積 133.85㎡のうち土地利用を地

目別面積で見ると、山林が最も多く全体の

67.1％を占めており、続いて畑 9.0％、原野

7.1％、宅地 5.7％です。町域のうち北部の吾妻

川流域は集落を囲うように山林が続き、南部の

浅間高原は熊川とその支流沿いに山林が続いて

います。畑と宅地は山林の間を縫うように所在

しています。

ɹまた、南部にある浅間牧場の周辺地域や嬬恋

村域の町営浅間園は、上信越高原国立公園の特

別地域に指定され、優れた自然の保護が図られ

ています。
図１-26ɹ町の土地利用

図１-27ɹ上信越国立公園指定範囲
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3ɹ歴史的背景

ɹ本町北部の吾妻川流域東部では八ッ場ダム建設に伴って、平成６年（1994）から令和

元年（2019）までの 26 年間にわたり、総調査面積は約 100 万㎡におよぶ大規模調査が

継続して実施されました。八ッ場ダム建設工事にともなう発掘調査では、縄文時代草創

期末（約 12,000 年前）から江戸時代後期までの様々な時代の遺跡が発見されました。そ

の調査成果には、群馬県中央部とは大きく異なるこの地域特有の歴史が数多く含まれて

います。ここでは八ッ場地区の成果を中心に本町の歴史的背景を見ていきます。

（１）ɹ先史・古代

【旧石器時代】

ɹこれまでのところ､ ⾧野原町では旧石器時代の遺跡は見つかっていません｡ 吾妻川流

域は約 13,000 ～ 14500 年前に浅間山から噴出した応桑泥流や浅間 - 草津黄色軽石（As-

YPk）が厚く堆積しており、それより下の層の発掘調査が困難な状況があります。ただ、

遺構外の遺物として柳
㇄ㆪㆍ㆕㇏

沢城跡（横壁地区）で細
㆕ㆂ㆛ㆌ㆘㇓

石刃石器群に伴う可能性のある珪
㆐ㆂ㆗ㆤ㆐ㆤㆋ㇓

質頁岩

製のスクレイパーが１点見つかっています。同じ吾妻郡内では旧石器時代の遺跡は高山

村に所在する新
㆗㇓ㆧ㇓ㆫ㆗㆖㇏

田西沢遺跡しか見つかっていないとい

うのが現状です。このことは⾧野県側の浅間南麓でも

同様で、浅間山麓付近で発掘調査されている旧石器時

代遺跡は、いずれも千
ㆡ ㆎ ㆾ

曲川を挟み浅間山麓の対岸側で

見つかっています。

【岩陰における人間活動のはじまり】

ɹ縄文時代の遺跡はその全時期で見つかっています｡

本町で見られる人々の生活の初見は､ 縄文時代草創期

末～早期初頭（約 12,000 ～ 9,000 年前）からです｡

石
ㆂ㆗ㆯ㆟

畑Ⅰ
ㆂㆡㆂ㇏ㆉ㆒

岩陰(川原畑地区)や居
ㆂ ㇄ ㆂ

家以岩陰群(⾧野原地区)

で草創期～晩期の土器片 ･獣骨 ･ 人骨等が出土してお

り、最初は岩陰を利用して生活していました｡ 特に居

家以岩陰群１号岩陰は早期後半に墓地として利用され

ていました。40体を越える埋葬人骨が良好な状態で

発見されています。このような岩陰遺跡は本町の先史・

古代の大きな特徴の１つです｡ また、楡
ㆫ ㇌ ㆍ

木Ⅱ遺跡 ( 林

地区 ) で早期初頭 ( 約 9,000 年前 ) の竪
㆟ㆦㆀㆪ

穴建物跡が 30

棟以上見つかり､ 当時としては多くの人々が集まって

暮らしていました｡

【縄文時代の大規模集落の形成】

ɹ川原畑地区や林地区の丘陵上に、縄文時代前期 ( 約

7,000 ～ 5,500 年前 ) の重複をもって竪穴建物跡が見

図１-28ɹ石畑Ⅰ岩陰調査風景

図１-29ɹ竪穴建物跡（楡木Ⅱ遺跡）
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つかっています｡ 早期に比べ遺跡数は多く､ 河岸段

丘に広がっていきます。楡木Ⅱ遺跡や立
ㆠ ㆤ ㇁

馬Ⅰ・Ⅱ・

Ⅲ遺跡（林地区）、三
㆕㇓ㆠㆂ㇉

平Ⅰ・Ⅱ遺跡（川原畑地区）

のように早期から継続して集落が営まれました。前

期初頭まで底が尖
ㆨㆋ

った土器を使っていましたが、上

げ底・平底へ変化します。

ɹ縄文時代中期 ( 約 5,500 ～ 4,400 年前 ) には､ 河

岸段丘上に大規模集落が展開し始めます｡ 前半は県

内でも極めて限られた地域でしか発見されていませ

んが、後半には現在の大字ごとに大規模集落が営ま

れ、そのほとんどが後期前半にかけて数百年にわたっ

て継続しました。そうした集落では、直径 200 ｍほ

どの範囲から 100 棟を超える竪穴建物跡が重なり

あって発見されています。また中期後半から後期中

葉にかけて、床面に板状の石を敷いた竪穴建物へ移

り変わる様子が見られます。勘
ㆉ ㇓ ㆰ ㆍ

場木石器時代住居跡

（県史跡ɹ大津地区）や久
ㆎ ㆏ ㆩ

々戸遺跡柄
ㆆㆉㆋㆿ

鏡形
ㆋ㆟

敷
㆗ㆌㆂ㆗

石住居跡

（⾧野原地区）はこの時期のものです。大規模集落が

つくられる直前から各地域では個性の強い文様で飾

られた土器がつくられるようになります｡ 群馬 ･ ⾧

野 ･新潟の県境域にあるこの地域では各地の土器が

１つの集落で見つかります｡ 特に群馬県 ( 関東地方 )

と⾧野県 ( 中部地方 ) で多く見られる土器が両方見

つかるのと同時に、これらの特徴が融
㇆ㆄ㆔ㆄ

合した土器が

浅間山周辺の地域で使われていて、１つの文化圏を

形成していたのも本地域の特徴といえます｡

【大規模集落時代の終焉】ɹ

ɹ縄文時代後期 ( 約 4,400 ～ 3,200 年前 ) 後半以

降は繁栄した大規模集落の時代が終わり､ 晩期（約

3,200 ～ 2,400 年前）の遺跡は減少します｡ 石川

原遺跡 ( 川原湯地区 ) で中期後半から後期後半の

水
ㆿ ㆚ ㆰ ㆂ ㆓ ㆄ

場遺構が３か所発見されており、発達しながら

変
ㆸ㇓㆛㇓

遷する様子が窺
ㆄㆉㆋ

え、トチ・クルミ・ドングリなど

の木の実を加工する生業を中心とする生活へと変化

していきました。土器も祭りや行事に使う精密につ

くられたもの（精製土器）と日常品（粗製土器）が

明瞭に区分されました。また石
ㆂ㆗ㆉ㇏㇉

川原遺跡からは土
ㆩ ㆏ ㆄ

偶

や石
㆛ㆌㆼㆄ

棒に代表される呪
㆘㇅㆘㇅ㆤ㆏

術具も発見されています｡

図１-31ɹ柄鏡形敷石住居跡（久々戸遺跡）

図１-32ɹ手
ㆦ㆗㇇ㆎ

燭形
ㆋ㆟

土
ㆩ ㆏ ㆄ

偶（石川原遺跡）

図１-30ɹ大規模集落の調査

（林中原Ⅱ遺跡）
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【弥生時代】

ɹ弥生時代になると本町から継続的な集落が姿を消

しました｡ 平地が少なく稲作に適していなかったた

めです｡ 弥生時代前期末から中期後半までの八ッ場

地区では､ 数は多くありませんが、竪穴建物や土
ㆩ ㆓ ㆄ

坑

が見つかっています｡ この時期に特徴的に見られる､

稲作が本格化する前に東日本で流行した埋葬法であ

る再
㆕ㆂ㆝ㆄㆼ

葬墓が川原湯勝
ㆉㆤㆬㆾ

沼遺跡（川原湯地区）や尾
ㆈ ㆕ ㆉ

坂遺

跡（⾧野原地区）､ それに続く土
ㆩ ㆌ ㆉ ㇓ ㆼ

器棺墓が立馬Ⅰ遺跡

（林地区）で発見されています｡

【古墳時代】

ɹ古墳時代の西吾妻では古墳と確定できるものが存

在せず､ 八ッ場地区で見つかった遺構の数は弥生時

代よりもさらに少なくなります｡ その中で林地区で

遺構が集中して発見されていることは注目されます｡

上原Ⅰ遺跡では前期 (3 世紀後半から 4世紀後半 ) の

竪穴建物が 1棟､ 中期 (4 世紀末から 5世紀後半 )の

土坑が 1基､ 上原Ⅳ遺跡では中期末から後期初頭（5

世紀後半から 6世紀前半）の竪穴建物が 2棟､ 林宮

原遺跡と下原遺跡で同時期の竪穴建物が 1棟ずつ見

つかっています｡

【古代】

ɹ古代の吾妻郡について記した文献はほとんど残っ

ていませんが、『倭
㇏ㆿ㇇ㆄ㇋ㆂ㆘㇅㆗㇇ㆄ

名類聚抄』によると「⾧
ㆪㆋ㆟ㅭㆈ㆕ㆠㅮ

田」・

「伊
ㆂ ㆕ ㆾ

参」・「大田」の 3郷があったと記載されています。

この３郷は中之条町や東吾妻町の地域に位置してい

たと考えられ、吾妻峡を境にして西側の西吾妻地域

はその外縁地域でした。それを裏付けるように町内

図１-35ɹ竪穴建物跡（下原遺跡）

図１-36ɹ墨書土器「三家」 ɹɹɹɹ図１-37ɹɹ陥し穴群（上ノ平遺跡）

図１-33ɹ再葬墓（川原湯勝沼遺跡）
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における奈良時代の遺跡は､ 昭和 63 年（1988）の分布調査時の羽根尾Ⅱ遺跡 ( 羽根尾

地区 )での地表面で採取された遺物以外見つかっていません｡ 集落が見つかっていない状

況は平安時代まで続きますが､ 9 世紀頃になると突然数多くの集落が出現し､ 100 年ほ

どの間は活発に活動していました｡ 集落の規模は大きくはありませんが､ 出土する道具

類は平野部の集落とほとんど変わりません｡ 集落からは土器に文字が書かれた「墨
ㆼㆎ㆗㇇

書土

器」が数多く見つかっており、文献史料ではわからないこの地域の様子が僅かながら窺

えます。また、八ッ場地区の発掘調査で平安時代の狩
㆗㇅㇊㇇ㆄ

猟のための陥
ㆈㆨ

し穴が 1,000 基以上

も見つかっています｡ この頃の陥し穴は関東地方の平野部ではあまり見つかっていませ

ん。10世紀に成立した律
㇊ㆤ㇊㇇ㆄ

令の施
㆗㆓ㆄ㆕ㆂ㆝ㆎ

行細則である『延
ㆆ㇓ㆍ㆗ㆌ

喜式』には上
㆓ㆄ㆚㆐ㆮㆎㆫ

野国が中央に献
㆐㇓

じるもの

としてカモシカの角や鹿皮などの動物資源が書かれています。その資源の獲得のために

人々は西吾妻地域に移ってきました。ところが 11世紀中頃までに竪穴建物は消え、再び

人間の活動が見られなくなります。

（２）ɹ中世

【平安～鎌倉時代】

ɹ天
ㆦ㇓ㆫ㇓

仁元年（1108）に浅間山が大噴火し、上野国・信濃国は荒廃したといわれています。

平安時代末期、信濃国海
ㆄ㇓ㆮㆮ㆗㇇ㆄ

野荘（⾧野県東
ㆨ ㆄ ㆿ

御市付近）を拠点とする滋
㆗ ㆒ ㆮ

野姓
㆛ㆂ

海
ㆄ ㇓ ㆮ

野氏が西吾妻

に勢力を及ぼしました。鎌倉時代、信濃国と上野国にまたがる地域は三
ㆿ ㆯ ㇉ ㆮ

原野と呼ばれ、

⾧野原を含む西吾妻一帯に「三
ㆿㆯ㇉ㆮ㆗㇇ㆄ

原荘」が存在しました。『吾
ㆀㆥㆾㆉㆋㆿ

妻鏡』に三原の狩りがみえ、

『曽
㆝ ㆋ

我物語』は源頼朝が三原の狩りに来たルートを記しています。町内には頼朝に関する

伝承が多く残り、与喜屋や狩宿（応桑地区）は頼朝が来たことに由来する地名です。ま

た、川原湯温泉（川原湯地区）は頼朝が発見したという伝説が残ります。「川原湯温泉湯

かけ祭り」は、温泉がある日突然止まったので鶏を献げてお祈りをしたら再びお湯が湧

き出したという言い伝えに由来しており、お湯をかけ合い祝う奇祭として有名です。また、

鎌倉時代に関わる史跡には、和田合戦に敗れた和
㇏ ㆠ

田義
㇈㆗㇂㇊

盛と巴
ㆨ㇂ㆆ㆔㆜㇓

御前の子といわれる朝
ㆀ ㆕ ㆲ ㆪ

比奈

三郎義
㇈㆗ㆲㆧ

秀の墓（町指定史跡ɹ応桑地区）があります。

【室町時代】

ɹ元弘３年（1333）に鎌倉幕府が滅亡します。

その後の南北朝～室町時代を知る資料に、延

文 2年（1357）の紀年銘のある板
ㆂ ㆟ ㆳ

碑（町指

定重要文化財ɹ大津地区）や仙
㆛㇓ㆋ㆟ㆌ

峩滝不動堂の

宝
ㆻㆄㆨㆄ

塔（町指定重要文化財ɹ与喜屋地区）、外

輪原の宝塔（町指定重要文化財ɹ与喜屋地

区）など仏教文化を示すものがあります。ま

た、西吾妻は四
ㆀ㆚ㆾ㇄㆕㇓

阿山や草津白根山を霊場とす

る修
㆗㇅㆒㇓ㆩㆄ

験道が盛んで、山麓の本町にも本
ㆻ㇓㆖㇓ㆯ

山派に

属する大学院、金龍院、当
ㆨㆄ㆖㇓ㆯ

山派に属する熊本

院などの修験道寺院が分布していました。こ

の頃の西吾妻は鎌倉時代に三原荘の地
㆘ ㆨ ㆄ

頭で
図１-38ɹ林城跡
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あった海野氏の後
㆓ㆄㆆㆂ

裔の一族のうち、本町周辺を羽
ㆯ ㆭ ㆈ

尾氏や湯本氏が、嬬恋村周辺を鎌
ㆉ㇓ㆰ㇉

原氏

や西
㆕ㆂㆎㆼ

窪氏などが治めていました。この頃の城館跡として八ッ場地区では林城跡（林地区）

が発見されました。

ɹ戦国時代に羽尾氏が羽根尾城（羽根尾城跡＜町指定史跡ɹ羽根尾地区＞）を築き、鎌

原氏との間で攻防を繰り広げました。町内にはそのほかにも⾧野原城跡（町指定史跡ɹ

⾧野原地区）、丸岩城跡（横壁地区）、柳沢城跡（横壁地区）、金
ㆌ㇓ㆉ㆖㇓ㆨ㇊ㆧㆀㆨ

花山砦跡（川原湯地区）、

林城跡（林地区）など、吾妻川に沿って中世城館が数多く残っており、城館沿いに街道

が通っていました。柳沢城跡（横壁地区）の発掘調査で中国製の陶磁器等が発見される

など、上野国の外からの人・モノの往来が盛んでした。特に、⾧野原地区の須川橋と琴

橋は「両橋」と呼ばれ、戦略上の拠点になっていました。戦国時代、羽尾氏と鎌原氏の

対立は武田家と上杉家という戦国大名の対立に発展し、本町域は大名勢力の境目の地域

となりました。⾧野原合戦があった永
ㆆㆂ㇍ㆎ

禄 6年（1563）以降は武田家の家臣であった真
㆕ ㆪ ㆠ

田

氏が本格的に吾妻郡に進出しました。羽根尾城を拠点とした羽尾氏の一族である海野幸
㇆ㆌ

光
ㆿㆤ

は武田家に臣
㆗㇓㆘㇅ㆄ

従して岩
ㆂ㇏ㆳㆤ㆘㇇ㆄㆠㆂ

櫃城代（東吾妻町）となりますが、天
ㆦ㇓㆗㇇ㆄ

正 9年（1581）に謀
㇀ ㆻ ㇓

叛の

疑いをかけられて真田昌
ㆾ㆕㇆ㆌ

幸に討たれます。幸光の墓は羽根尾城の南麓にあります（「海野

⾧
ㆪㆋㆨㆮㆉㆿ

門守の墓」町指定史跡ɹ羽根尾地区）。天正 10年（1582）に武田家が滅亡し、織田信

⾧が本能寺の変で討たれると、真田氏が吾妻郡を攻略し、岩櫃城や沼田城（沼田市）を

拠点として北
ㆻㆎ㇂ㆄ

毛地域を治めました。真田氏の信濃国の拠点である上田城と上野国を結ぶ

真
㆕ㆪㆠㆿㆡ

田道が整備され、本町はその重要なルート上に位置しました。

図１-39ɹ⾧野原町周辺の中世城郭と真田道
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図１-42ɹ桜岩地蔵堂境内の丁杭式観音

図１-43ɹ久森峠の開削記念碑

（３）ɹ近世

【徳川幕府による街道整備】

ɹ天正 18年（1590）徳川家康の関東入封に伴い、真田昌幸の子の信
ㆮㆶ㇆ㆌ

之が沼田城に入城し、

本町を含む吾妻郡は沼田藩領となりました。その支配は天
ㆦ ㇓ ㆪ

和元年（1681）に信之の孫の

信
ㆮㆶ㆚ㆿ

澄が改
ㆉㆂㆆㆌ

易されるまで続き、その後は徳川幕府領となり代官の支配下となりました。

ɹ徳川幕府は、高崎から万
ㆾ ㇓ ㆌ

騎峠（応桑地区）を

越え、浅間山麓を経て信州へと結ぶ信州街道

を整備しました。寛文 4 年（1664）、信州街

道と沓
ㆎㆤㆉ㆐

掛道の交わる狩宿村の狩宿新田の地に狩

宿関所が設置されました（町指定史跡ɹ応桑地

区）。信州街道は物品流通のルート、また善光

寺の参拝道として、宿場であった狩宿宿は人馬

の往来でにぎわい、大名や武士が休息するため

「黒
ㆎ㇍㆒㇓

源」の屋号を有する旧狩宿茶屋本陣（国登

録ɹ応桑地区）が整備されました。浅間山北麓

の六里ヶ原には、信州沓掛からの街道沿いに旅

行者の道しるべになるよう丁
ㆡ㇇ㆄ㆏ㆂ㆗ㆌ

杭式観音（町指定

重要文化財ɹ北軽井沢地区）を上州・信州の人々

が寄進し、往来の人々を見守る桜岩地蔵尊（町

指定有形民俗文化財ɹ北軽井沢地区）が建立さ

れました。また、信濃国の真田から鳥居峠を越

えて吾妻川を沿って沼田に至る道は真田道（沼

田街道）とも呼ばれ、川原畑・⾧野原・羽根尾

は中世以来伝
ㆦ㇓ㆾ㆗㇅ㆎ

馬宿の機能をもっていました。吾

妻峡は交通の難所で、久
ㆎ㇂㇊ㆨㆄ㆒

森峠（川原畑・林地区）

は川原畑村出身の野
ㆮ㆏ㆡㆆ㇓㆗㇓

口円心 (1781-1806) によ

り開削されたと伝わります。また草津温泉への

図１-40ɹ狩宿関所跡之碑 図１-41ɹ旧狩宿茶屋本陣と狩宿宿
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湯治客のなかには大
ㆈㆈㆉ㆗㇏ㆍ

柏木村（東吾妻町）や須
㆙

賀
ㆋ

尾
ㆈ

峠（横壁地区）を越える「草
ㆎ㆕ㆤㆿㆡ

津道」を利

用した人もいました。また、近世後期から川

原湯温泉は草津温泉の「上がりの湯」として

利用されてきました。

【近世の村の生業と文化の振興】

ɹ生業は林業・山稼ぎのほか一般に畑作がメ

インで、水田はきわめて少なかったようです。

浅間山北麓から四阿山に至る上州と信州の国

境地帯は南
ㆪ ㆍ ㆕ ㇓

木山といわれた広大な山林原野に

おおわれ、その利用をめぐっては近世初頭以

来上州側の村と信州側の村との間で紛争が繰り返されました。また、⾧野原を含む吾妻

郡では、麻の生産が繭
ㆾ㇆

や煙草などとともに、百姓の生産活動のうえで重要な役割をもっ

ていました。吾
ㆀㆋㆤㆾㆀ㆕

妻麻というブランドの起源は不明ですが、遅くとも 16世紀にはある程度

の麻が栽培されていました。吾妻麻は江戸や越中・越後に出荷され、それに伴い、吾妻

峡の難所を越えるために久森峠（林・川原畑地区）や道
ㆩㆄ㇍ㆎ㆘㇓ㆨㆄ㆒

陸神峠（川原畑地区）が開削さ

れ、東西吾妻を結びつける役割を担いました。麻などの商品作物による現金収入によって、

街道沿いの村々は文化的豊かさが育まれました。

図１-45ɹ⾧野原町周辺の近世街道図（1：513000）

（国土地理院「地理院地図ɹ色別標高図」を基に作成、『嬬恋村誌』（下巻、1977 年）参照）

ɹ図１-44 ɹ上野川原湯之図（版画）
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【浅間焼けからの復興】

ɹ天
ㆦ㇓㇁ㆂ

明 3年（1783）の浅間山噴火で、鎌

原土石なだれ・天明泥流が浅間山北麓・

吾妻川流域にあった村々を襲い、町内で

は死者 440 人、被害家屋 299戸の被害を

出しました。小宿村の常
㆘㇇ㆄ㇊㇓㆘

林寺の梵
ㆼ㇓㆗㇇ㆄ

鐘（町

指定重要文化財）は、この時に伽
ㆋ ㇉ ㇓

藍ごと

流出し、明治 43 年（1910）に 15km 下

流の川原畑地区の吾妻川の河岸で発見さ

れました。町内の発掘調査で天明泥流に

よって埋もれた村々が姿を現し、被害状

況だけではなく、当時の農民の生活の様

子や災害に襲われた際のとった行動など

が明らかになりました。この噴火に関す

る記録は町内外に数多く残されており、

杉田玄白の『後
ㆮㆡㆿ㆏㆕

見草』には坪井村小林家

屋敷（大津地区）の被災状況が記されて

おり貴重な記録です。また、町内には今

も泥流によって運ばれてきた浅
ㆀ㆕ㆾㆂ㆗

間石や災

害に関わる伝承と石造物等が残されてい

ます。

【水戸藩士の刃傷事件】

ɹ現在まで伝えられている事件として、天保 3年

（1832）8 月 25 日に立
㆟ㆤㆂ㆗

石村坂ノ上において、水

戸藩士外
ㆨㆮㆈㆉ

岡龍三郎と、幕府勘
ㆉ㇓㆘㇇ㆄㆉ㆟

定方山田寿之助及び

その家来２名との下
㆒ ㆖ ㆵ

座触れを巡る刃
ㆫ㇓㆘㇇ㆄ

傷事件（立石

坂事件）があります。外岡龍三郎の遺
ㆂ ㆋ ㆂ

骸は草
ㆎ㆕ㆌㆰ㇉

木原

観音堂に安置されて村人が昼夜交替で見守り、そ

の後村人の手によって雲林寺境内に手厚く埋葬さ

れました。雲林寺に現存する墓碑には「外岡龍三

郎墓ɹ水戸外岡豊之允建ɹ天保三ɹ壬
㆘㇓㆗㇓ㆮㆨ㆗

辰歳八月

二十五日没」と刻まれています（⾧野原地区）。当

時の水戸藩主斉昭は村人が示した誠意と憫
ㆳ㇓㆘㇇ㆄ

情に対

して金四両の御
ㆈ㆕㆒㇏㆟㆗ㆌ㇓

下渡金をもって応え、名
ㆪ ㆬ ㆗

主は戸数

52軒にそれを平等に分配したことが史料に残って

います（『黒岩今朝松家文書』）。

図１-46ɹ浅間焼け吾妻川・利根川筋被害絵図

図１-47ɹ西宮遺跡ɹ被災家屋

図１-48ɹ外岡龍三郎墓



38

【村の信仰と石造文化財】

ɹ当時の信仰を物語る文化財として町内には石

造文化財が数多く残されています。なかでも、

川原畑諏訪神社の宝
ㆻㆄㆌ㇇ㆄㆂ㇓ㆨㆄ

篋印塔（町指定重要文化

財）は信州高
㆟ㆉㆨㆄ

遠の石工が造られ、笠の部分が蓮

華を伏せた意匠をした珍しい作品です。三原郷

三十四観音札所は⾧野原を含む西吾妻をめぐる

観音札所で、町内では 19か所の札所がありま

した。そのうち、作
ㆤㆎ㇊ㆿㆡ

道観音堂（⾧野原地区）が

発
ㆻㆤㆋ㇓

願所となり、滝沢観音石仏群（町指定史跡ɹ

林地区）が結
㆐ㆡㆋ㇓

願所になっています。この地域は中世に引き続き修験道が盛んで、修験者

が加
ㆉ ㆘ ㆌ ㆨ ㆄ

持祈祷などの宗教的活動に加え、病気の治療などの活動を行っていました。町内で

は本山派の準年行事の大乗院（林地区）が代表的な修験道寺院でした。大乗院は近世初

期の浦
ㆄ ㇉ ㆮ

野村
㆝㇓㆗㇓

信以降、浦野家が代々の住職を務め、その浦野家の墓地である御
ㆈ ㆤ ㆉ

塚（町指定

史跡ɹ林地区）には村信が即
㆝ㆎ㆗㇓㆘㇇ㆄㆶㆤ

身成仏したという伝承が伝わります。

（４）ɹ近現代

【⾧野原町の誕生】

ɹ明治４年（1871）の廃
ㆯㆂㆯ㇓ㆡ㆐㇓

藩置県により本町域の

村々は群馬県に編入しました。明治22年（1889）

の町村制の施行により、旧１町９村が合併し群

馬県吾妻郡⾧野原町が誕生しました。本町誕生当

時の役場は雲林寺の本堂の一隅を借用して開庁

し、明治 35 年（1902）に雲林寺参道下（現⾧

野原字遠
ㆨㆈㆫ㆗

西 67-3）に庁舎が建設されました。昭

和４年（1929）に手狭になったため雲林寺の西

隣（現⾧野原字遠西 66-3）に新庁舎を建て、平

成 30 年（2018）に現庁舎（現⾧野原字久々戸

1340-1）に移るまで使用されました。

ɹ明治 28 年（1895）に野
ㆮ ㆏ ㆡ ㇂ ㆗ ㇍ ㆄ

口茂四郎の功績によ

り吾妻峡沿いの新道（国道 145 号線の前身）が

開通すると東吾妻と西吾妻の東西交流が盛んに

なりました。中央から学者や文化人が多く訪れ

るようになり、大正元年（1912）には地理学者

の志
㆗ ㆋ ㆗ ㆒ ㆟ ㆉ

賀重昂が吾妻峡を九州の耶
㇄ ㆰ ㆐ ㆂ

馬溪にも勝ると

激賞し国指定のきっかけとなりました。また、

若
㇏ㆉ㇄ㆾㆼㆎ㆙ㆂ

山牧水や徳
ㆨㆎㆨㆿ㆝ㆻㆄ

富蘇峰、嘉
ㆉ ㆮ ㆄ ㆘ ㆔ ㇍ ㆄ

納治五郎、与
㇈ ㆕ ㆮ ㆦ ㆣ ㆉ ㇓

謝野鉄幹・

晶
ㆀ ㆌ ㆓

子夫妻などの著名な文化人が訪れています。

ɹ図１-49ɹ滝沢観音石仏群

図１-50ɹ旧⾧野原町役場竣工式（昭和４年）

図１-51ɹ野口新道（昭和 28年頃）
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【吾妻牧場から始まる開発】

ɹ明治 15年（1882）北
ㆌ㆟㆗㇉ㆉ㇏ㆮㆿ㇄㇈㆗ㆲ㆕

白川宮能久親王が応桑・

北軽井沢地区に吾妻牧場を開設しました。能久

は牧場主事に狩宿村出身の黒
ㆎ㇍ㆂ㇏ㆀ㇊㇄

巌有哉を抜擢して

います。親王は牧場を４回訪れ、そのうち３回

は黒
ㆎ㇍㆒㇓

源（旧狩宿茶屋本陣）に宿泊しました。親

王宿泊に伴い宮家の指示で建具が新調され、建

物は一部改修されました。また明治政府による

士族の救済策として、明治 16 年（1883）に吾

妻牧場の一部、御所平（応桑地区）に旧館林藩

の秋元氏が入植しました。当時の建物の一部が応桑諏訪神社社務所に移築されています。

その後牧場は民間等に払い下げられ、その一部は昭和 23年（1948）に群馬県に移管、

昭和 27年（1952）に群馬県浅間家畜育成牧場（北軽井沢地区）となりました。

【草軽電気鉄道の開通】

ɹ大正６年（1917）に草津軽
㆐ㆂㆳ㇓

便鉄道（のちの草

軽電気鉄道）が新軽井沢 - 吾妻間、大正 15 年

（1926）には全線開通し、それに伴い大正 12年

（1923）北軽井沢地区の別荘開発の先がけとなる

一
ㆂㆣㆌ㇇ㆄ㇀㇉

匡邑（北軽井沢地区）が誕生しました。また

昭和 3年（1991）には避暑地の社交場として、

法政大学学⾧松
ㆾㆤ㇀㇍ㆂ㆟㆙

室致らが法政大学村（北軽井沢

地区）を開村しました。このことにより多くの

文化人の別荘が建つようになり、アカデミック

な地域環境を形成していきました。大学村が新

築して寄付した旧草軽電鉄北軽井沢駅駅舎（国

登録ɹ北軽井沢地区）が往時の町並みを物語り

ます。昭和 25年（1950）日本初のカラー映画「カ

ルメン故郷に帰る」の撮影舞台となった草軽電

鉄・浅間牧場は観光客を招くきっかけにもなり

ました。昭和 37年（1962）に廃止されましたが、

人や物資とともにこの地に文化を運び込む役割

を果たし、北軽井沢地区の観光地としての礎と

なりました。

ɹ図１-52ɹ吾妻牧場ɹ（吾妻避暑地南門）

図１-54ɹ

旧草軽電鉄

北軽井沢駅駅舎

図１-53ɹ草軽電鉄の旧路線範囲
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【太平洋戦争と近代化】

ɹ昭和 16 年（1941）太平洋戦争が始まると、

昭和 19 年（1944）12 月に鉄鉱石の輸送のため

太
ㆈ ㆈ ㆗

子線（昭和 27年（1952）国鉄⾧野原線に編入）

が敷設されました。同時期に未完成で終わった

干
ㆻ㆗ㆾ㆟

俣鉱石輸送鉄道が計画され、現在でも所々に

路線跡が遺されています。戦争中には敵飛行機

の往来を監視するため、防
ㆼㆄㆎㆄㆉ㇓㆗㆗㇇ㆄㆀㆨ

空監視哨跡（聴
ㆡ㇇ㆄㆈ㇓㆔ㆄ

音壕）

（町指定重要文化財ɹ大津地区）、旧陸軍浅間演

習場東廠
㆗㇇ㆄ㆗㇃

舎跡・旧海軍浅間山射場跡（ともに北

軽井沢地区）が建造され、内陸にある本町にも

戦争の影響が及んでいました。昭和20年（1945）

に終戦を迎え、国鉄⾧野原線は鉄鉱石輸送から旅

客輸送に変わりました。昭和 42 年（1967）に

電化され、上野駅発の特急も走るようになりま

した。昭和 46 年（1971）に大
ㆈㆈㆾㆆ

前（嬬恋村）ま

で延伸されて国鉄吾妻線と改称されました。戦

争とともに本町に鉄道網が伸び、近代化が加速

し、産業が発展しました。

【浅間高原の開拓と発展】

ɹ戦後、八ッ場ダム建設計画が策定されると、町

の北部と南部は異なる歴史を辿ることになりま

す。南部の浅間高原では、応桑・北軽井沢地区を

中心に昭和21～22年（1946～1947）にかけて、

戦争引き揚げ者による開拓が始まりました。水

道も電気も住宅すらない、過酷な状況下での開

拓で、「満
ㆾ㇓㆗㇅ㆄㆉㆂ㆟ㆎㆌㆭ㇓ㆲ

洲開拓記念碑」・「群
㆏㇓ㆾㆾ㇓㇂ㆄ㆟ㆎ㆓㇓ㆮㆨㆄ

馬満蒙拓魂之塔」

（北軽井沢地区）が当時の歴史を物語ります。現

在の応桑・北軽井沢地区の酪農業の発展は当時

の開拓者によるものです。また、その後、国営・

県営の農地造成事業により耕地が拡大され、ジャ

ガイモ・トウモロコシ・白菜・キャベツなど高

原野菜の生産が進められました。

ɹ昭和 28年（1953）⾧野原町区条例が出され、

第1区～第10区まで設定され、昭和62年（1986）

大字名の変更で大字応桑から分かれて大字北軽

井沢が誕生しました。高度経済成⾧期に国内旅行ブームもあって、浅間牧場や町営浅間

園（平成５年に浅間火山博物館）をはじめ、ゴルフ場・スキー場・キャンプ場を擁する

一大レジャー観光地としての発展しました。

ɹ図１-56ɹ群馬満蒙拓魂之塔

ɹ図１-57ɹ町営浅間園

図１-55ɹ防空監視哨跡（聴音壕）
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【八ッ場ダム建設の歴史】

ɹ一方、北部の吾妻川流域では、昭和27年（1952）

に建設省（現国土交通省）が利根川改修改訂計

画の一環として、八ッ場ダム建設の調査を実施

することになり、町にダム建設計画が示されま

した。突然の通知に当時水没５地区ではダム建設

反対運動が起こり、代議士に陳情を行うなど混

乱が続きました。その後ダム建設は一時立ち消

えとなりましたが、昭和 40 年（1965）ダム建

設問題が再燃すると、反対運動が活発化し、建

設に反対する地元と国との間で膠
㆓ㆄㆡ㇃ㆎ

着状態が続き

ました。昭和 55年（1980）、町と建設省との間

に入って群馬県が「生活再建案」を提示し、町・

地元住民への説明・協議を経て、平成 4年（1992）

⾧野原町⾧、群馬県知事、及び関東地方建設局⾧

との間で「八ッ場ダム建設にかかる基本協定」に、

水没５地区各代表と八ッ場ダム工事事務所⾧で

「用地補
ㆻ㆗㇇ㆄ

償調査に関する協定書」を調印し、平成

13 年（2001）に「利根川水系八ッ場ダム事業

の施行に伴う補償基準」の調印が行われました。

平成 17 年（2005）に移転代替地の補償基準が

妥
ㆠ ㆐ ㆤ

結され、翌年から事業が本格的に動き出しま

した。その矢先の平成 21 年（2009）8 月に民

主党政権による「ダム建設中止」宣言、その２

年後の平成 23 年（2011）12 月に自民党政権に

よる「ダム建設再開」が表明され、政権交代に

翻
ㆻ㇓㇍ㆄ

弄されましたが、その後ダム事業が進められ、

八ッ場ダムは令和 2年（2020）に完成しました。

水没５地区（八ッ場地区）は八ッ場あがつま湖を

中心とした新しい地区として生まれ変わり、各

地区に振興施設が建設されて新たな観光地とし

て歩み出しました。

ɹ

ɹ図１-58ɹダム反対の小屋

ɹ図１-59ɹ「八ッ場ダムにかかる基本協定」

ɹɹɹɹɹ調印式ɹ（平成４年）

ɹ図１-60ɹ八ッ場ダム
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第２章ɹ⾧野原町の文化財の概要

１ɹ文化財の概要

ɹ本町には､ 文化財保護法及び群馬県文化財保護条例、⾧野原町文化財保護条例に基づ

き指定・登録された文化財が令和８年 (2026) ３月現在で 26件あります｡

ɹ指定等文化財を種別ごとにみると､ 国指定４件､ 県指定１件､ 町指定 19 件､ 国登録２

件です｡ 類型別では､ 記念物が 13 件と最も多く､ 次いで有形文化財 11件､ 民俗文化財

1件です｡ 無形文化財、無形の民俗文化財の指定、選択はありません。また、文化的景観、

伝統的建造物群、文化財保存技術の選定はありません。

ɹ地区別にみると､ 川原畑地区１件､ 林地区５件､ ⾧野原地区１件、大津地区 3件､ 羽

根尾地区２件､ 与喜屋地区２件､ 応桑地区３件､ 北軽井沢４件です｡ このほか､ 国指定

名勝の吾妻峡が⾧野原町（川原畑 ･川原湯地区）と東吾妻町にまたがり､ 国指定天然記

念物の川原湯岩脈 (昇
㆗㇇ㆄ㇊㇅ㆄㆋ㇓

龍岩および臥
ㆋ㇊㇅ㆄㆋ㇓

龍岩 )が川原湯地区と林地区にまたがって指定されて

います。

表 2-1ɹ指定等文化財件数一覧（令和８年（2026）３月現在）
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２ɹ指定等文化財

（１）有形文化財

１）建造物

ɹ建造物の指定等文化財は､ 町指定４件､ 国登

録２件です｡

ɹ町指定のうち、３件が石造物、１件が近現代

の戦争に関わる建造物です。「仙
㆛㇓ㆋ㆟ㆌ

峩滝不動堂の宝

塔（与喜屋地区）」と「外輪原の宝塔（与喜屋地

区）」は室町時代応永年間（1394 ～ 1427）の

ものでどちらも与喜屋地区に所在します。「川原

畑諏訪神社の宝篋印塔 (川原畑地区 )」は文政 12

年（1829）に信州高遠の石工によって作られた

ものです｡「防空監視哨跡 ( 聴音壕 )（大津地区）」

は昭和初期のもので、レンガの二重積みで、壕

の縁がラッパ状になって集音しやすくなってい

ます。県内に作られた約 40ヶ所のうちのひとつ

で、現存しているものは県内に３ヶ所だけです。

状態がよく保存され、戦争を知る重要な建造物

です。ɹɹɹɹɹ

ɹ国登録は､「旧草軽電鉄北軽井沢駅駅舎（北軽

井沢地区）」と「旧狩宿茶屋本陣（応桑地区）」

です｡ 旧草軽電鉄北軽井沢駅駅舎は、昭和４年

（1929）に開村した法政大学村（北軽井沢地区）

が新築し、当時の草津電気鉄道株式会社へ寄付

したものです。駅舎の正面玄関は和洋折衷の斬

新なデザインで、欄間には駅舎を建設した法政

大学を示す「Ｈ」の文字が白くデザインされて

います。旧狩宿茶屋本陣は江戸時代後期の本陣

建築で、大きく減築されていますが、最も格式

の高い上段の間とそれに続く中の間・表の間が

よく残されています。また、明治時代中期に北白

川宮能久親王の宿泊にあたって改修された建具

類が残されています。これらは浅間高原の近代

化の礎になった重要な建物です。ɹɹɹɹɹɹ

図 2-1ɹ外輪原の宝塔（町指定）

図 2-2ɹ川原畑諏訪神社の宝篋印塔（町指定）
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２）美術工芸品

ɹ美術工芸品の指定等文化財は町指定４件です。

考古資料が１件、歴史資料が３件で、いずれも

仏教文化にかかわる文化財です。

ɹ考古資料は「瓦
ㆋ ㆨ ㆄ

塔・板
ㆂ ㆟ ㆳ

碑（大津地区）」です。

明治 43 年（1910）に現在の町立中央小学校を

建設したときに発見されました。瓦塔は陶製で、

文化財指定時に奈良～平安時代の作例という見

解を示していましたが、研究者の間では中世以降

のものという考えもあり、いつ製作されたのか

よくわかっていません。板碑は延
ㆆ㇓ㆶ㇓

文２年（1357）

５月２日という紀年銘のある緑泥片岩製の石塔

婆で、緑泥片岩を用いた板碑は関東でよく見ら

れますが、町内で板碑は殆ど見つかっておらず、

希少な中世の資料です。

ɹ歴史資料は「常林寺の梵鐘（林地区）」と「桜

岩地蔵堂境内の丁杭式観音（北軽井沢地区、員

数 33 基）」、「六里ヶ原丁杭式基点観音」です。

常林寺の梵鐘は安永５年（1776）に信州上田（⾧

野県上田市）の鋳物師により鋳造された梵鐘で

す。天明３年（1783）の浅間山噴火に伴う泥流

によって一時流失しましたが、明治時代に吾妻

川の河岸で発見されました。「桜岩地蔵堂境内の

丁杭式観音（北軽井沢地区、員数 33基）」と「六

里ヶ原丁杭式基点観音」は、近世以降に浅間山

北麓において道しるべの役割を果たしたもので、

寄進者は狩宿（応桑地区）、羽根尾といった町内

だけでなく、大笹村（嬬恋村）、草津村（草津町）、

信州高井郡・佐久郡（⾧野県）などの近隣の村々

を中心に、高崎（高崎市）や甲府（山梨県）の

人の名前もあり、近世の浅間高原を知る貴重な

歴史資料です。

（２）無形文化財

ɹ町内に指定・選定・選択・登録された無形文

化財はありません。

図 2-3ɹ瓦塔（町指定）

図 2-5ɹ常林寺の梵鐘（町指定）

図 2-4ɹ板碑（町指定）



45

（３）民俗文化財

１）有形の民俗文化財

ɹ有形の民俗文化財は町指定 1件です。「桜岩地蔵尊（北軽井

沢地区）」は、寛
ㆉ㇓ㆆ㇓

延４年（1751）に狩宿村（応桑地区・北軽

井沢地区）の村人が浅間越えの通行人のために祀った地蔵尊

です。近代の草軽電気鉄道敷設に伴い、現在地に移設されま

した。

２）無形の民俗文化財

ɹ町内に指定・選定・選択・登録された無形の民俗文化財は

ありません。

（４）ɹ記念物

１）遺跡

ɹ遺跡は県指定１件、町指定７件です。

ɹ縄文時代の遺跡は、「勘場木石器時代住居跡（県

指定、大津地区）」があります。縄文時代中期後

半の竪穴建物跡です。昭和 28 年（1953）に土

地所有者が畑地を水田に造成中に土器を発見し、

発掘調査を行いました。覆屋を建設し、遺構の

保存を図っています。出土遺物は所有者宅で管

理されています。

ɹ中世の遺跡は、戦国時代の山城跡の「⾧野原城

跡（町指定、⾧野原地区）」と「羽根尾城跡（町指定、

羽根尾地区）」、墳墓の「朝比奈三郎義秀の墓（町

指定、応桑地区）」と「海野⾧門守の墓（町指定、

羽根尾地区）」です。

ɹ近世の遺跡は、「御
ㆈ ㆤ ㆉ

塚（町指定、林地区）」と

「狩宿関所跡（町指定、応桑地区）」、「滝沢観音

石仏群（町指定、林地区）」です。御塚は寛永２

図 2-7ɹ勘場木石器時代住居跡（県指定）

図 2-8ɹ⾧野原城跡（町指定）

図 2-9ɹ海野⾧門守の墓（町指定） 図２-10ɹ御塚（町指定）

図 2-6ɹ桜岩地蔵尊

（町指定）
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年（1625）に大乗院の浦
ㆄ㇉ㆮ㆝㇓㆗㇓

野村信が即身成仏したと伝わる浦野家代々の墓所です。円形の

墳丘周囲には近世以降の石造物や三原三十四番観音札所第 32番の林寺（不動堂）があり

ます。狩宿関所跡は寛文４年（1664）に徳川幕府によって設けられ、明治元年（1868）

に廃止されるまで、草津温泉や川原湯温泉の湯治客の取り締まりなどにあたっていまし

た。現在はオークワテラスこども公園となっており、跡地に石碑が建っています。滝沢

観音石仏群は西吾妻に展開する三原三十四番観音札所の結願所である滝沢観音堂に勧請

または奉納された約 80基の石造物群です。この場所は当初、八ッ場ダム建設の関連事業

予定地であったので、この石仏群も移設対象でしたが、ダム事業の計画変更に伴って現

地で保存されることなった稀少な文化財です。

２）名勝地

ɹ名勝地は国指定１件です。

ɹ「吾妻峡（国指定、川原畑・川原湯地区）」は⾧野

原町から東吾妻町へ流れる吾妻川の中流域の約 3.5k

ｍのことで、吾妻川が⾧い年月をかけて安山岩を主

とした火山岩類からなる地層を浸食してつくった渓

谷です。八丁暗がり・鹿飛び・龍の髭・龍頭岩・龍

尾岩等の奇勝、屏風岩・布袋岩・新蓬莱等の岩壁を

挟んで形成する景観は、「関東の耶馬渓」と称される

偉観を呈しています。

３）動物・植物・地質鉱物

ɹ動物・植物・地質鉱物は、国指定３件、町指定３

件が指定です。

ɹ動物は、国特別天然記念物のカモシカ、国天然記

念物のヤマネが生息し、県指定の高山蝶ミヤマモン

キチョウ、ミヤマシロチョウ、ベニヒカゲが飛翔し

ています。

ɹ植物は「王城山神社の神杉（町指定、林地区）」、「大

津のヒイラギ（町指定、大津地区）」、「御塚霊園境内

のイタヤカエデ（町指定、林地区）」です。王城山

神社の神杉は樹高 36 ｍ・根元周 5.1 ｍ・樹齢推定

400 年、大津のヒイラギは樹高８ｍ・根元周 2.55 ｍ・

樹齢推定 200 年以上、御塚霊園境内のイタヤカエデ

は樹高 32 ｍ・根元周 5.3 ｍ・樹齢推定 300 年と考

えられています。

ɹ地質鉱物は「川原湯岩脈（昇龍岩および臥龍岩）（国

指定、林・川原畑地区）」です。吾妻川に対してほぼ

直角に分布する２条の岩脈で、約 20万年前（更新

世前期）に貫入した輝石安山岩です。両者とも岩脈

図２-11ɹ吾妻峡（国指定）

図２-12ɹカモシカ（国指定）

図２-13ɹ御塚霊園境内のイタヤカエデ

（町指定）
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に垂直な方向に柱状節理が発達し、露頭で見ると龍の背を連想させるところから、上流

側を臥龍岩（幅 10～ 12ｍ）、下流側を昇龍岩（幅約 3.2 ｍ・高さ 10 ｍほど）と呼んで

います。ただし現在は八ッ場あがつま湖に沈んでおり、渇水期でも全貌を見ることはで

きません。

図２-15ɹ大津のヒイラギ（町指定）

図２-16 ɹ川原湯岩脈「昇龍岩」（国指定）

図２-17ɹ川原湯岩脈「臥龍岩」（国指定）

図２-14ɹ王城山神社の神杉（町指定）
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３ɹ未指定文化財

ɹ本町で把握した未指定文化財は 3438 件です。未指定文化財の類型別では、民俗文化

財が 2975 件（うち、有形の民俗文化財 2943 件、無形の民俗文化財 35件）と最も多く、

次いで記念物 289件、有形文化財 159 件と続きます。

表 2-2ɹ未指定文化財件数一覧（令和７年（2025）７月現在）
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（１）有形文化財

１）建造物

ɹ近代建築は町内最古である第一小学校旧校舎

が八ッ場ダムの水没地区から部分移築されてい

るほか、北軽井沢地区の別荘や戦後開拓に伴う

建造物の近代建築が現存しており、本町の歴史

文化と密接に関わっています。民家等は近世～

近代の養蚕建築の農家や土蔵があります。寺社

建築は、与喜屋地区の与喜屋本
ㆻ㇓㇀㇉

村観音堂など近

世～近代の神社仏閣があります。その他、土木

構造物は近代の鉄道の廃線遺構などがあります。

２）美術工芸品

ɹ絵画は、近世から近代の山水画や仏画があり、

個人蔵のものが多いです。

ɹ彫刻・工芸品は現状ではほとんど把握できて

いません。

ɹ書跡・典籍は、近世から近代のものがあり、個

人蔵のものが多いです。大学村ゆかりの谷川徹

三・安
ㆀ ㆹ ㇈ ㆗ ㆗ ㆒

倍能成などの著名人、萩
ㆯㆍ㇏㇉㆗㇅ㆄ㆙ㆂ

原秋水などの郷

土画家のものがあります。

ɹ古文書は、行政区有や個人蔵のものが多いで

す。中世文書から近世～近代の地方文書や絵図があり、町の歴史を知ることができます。

ɹ考古資料は、町内で発見、発掘調査されたものがあり、町内の収蔵庫等で保管してい

ます。天明３年（1783）の浅間山噴火に関わる資料の一部は⾧野原町やんば天明泥流

ミュージアムで展示しています。特に東宮・西宮・石川原遺跡を中心とした天明泥流被

災遺跡の出土遺物が江戸時代の生活を復元する学術的な資料として注目されています。

ɹ歴史資料は、天明３年の浅間山噴火に関わる資料のほか、近代の吾妻牧場を開発した

北
ㆌ㆟㆗㇉ㆉ㇏ㆮㆿ㇄

白川宮家に関わる資料があります。

（２）無形文化財

ɹ本町では、無形文化財は現在までに把握して

いません。

（３）民俗文化財

１）有形の民俗文化財

ɹ札所は、町内に 19箇所の三原三十四番観音札

所があり、滝沢観音石仏群（町指定史跡）を除

くと、札所跡も含めて 17札所（１箇所合祀）が

地域の人々によって守られています。

図２-18ɹ第一小学校旧校舎

（部分、林地区）

ɹ図２-19ɹ書（萩原秋水）

ɹ図２-20ɹ与喜屋本村観音堂（与喜屋地区）
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ɹ石造物は、信仰に関わるものが多くありま

す。街道沿いに道祖神が多数確認されており、

双
㆝ㆄ㆟ㆂㆩㆄ㆝㆘㇓

体道祖神が多いです。天明三年浅間山噴火関

連では、被災者の慰霊や災害の供養に関する供

養碑や地蔵菩薩などがあります。道しるべを併

用する馬頭観音や庚申塔などもあり、善光寺（⾧

野県）や草津、川原湯などの温泉地を示す道し

るべがあります。町内最古の道しるべは元禄５

年（1692）の庚申塔で、現在は立
㆟ㆤㆂ㆗

石寺
ㆧ㇉

（大津地区）

に所在しています。また、中世後期の五輪塔や

宝塔が多く分布していて、中世城郭や根
ㆭ ㆔ ㇄

古屋と

の関係が注目されています。

ɹ民具は、本町による民具収集調査で住民から寄

贈された民具・農具・生活用品等を 1400 点以

上収集しており、町内の文化財収蔵庫で保管し

ています。小正月に豊穣を祈願して作られる「小

正月のツクリモノ」は、その種類の豊富さ、中

でも木像道祖神はその祀り方・処分の仕方、キ

ジグルマは九州地方と関東甲信の一部の地域に

のみ伝承するという特異な分布が民俗学的に注

目されています。

２）無形の民俗文化財

ɹ民俗芸能・祭りは、各地区の年中行事や神楽、

獅子舞等があります。「王城山神社のだんご相撲

（林地区）」と「川原湯温泉湯かけ祭り（川原湯

地区）」は本町の歴史文化を特徴づける民俗文化

財です。また、「堀の内のお茶講（林地区）」は

吾妻郡内でも西吾妻に唯一残る地域行事です。

ɹ民間伝承は、浅間山の煙の向きから天気を予

想する話や「つぶらっこさま」など民話が伝わっ

ています。
ɹ図２-23ɹ王城山神社のだんご相撲（林地区）

  図２-24ɹ川原湯温泉湯かけ祭り（川原湯地区）

ɹɹ図２-22ɹ小正月のツクリモノ

ɹɹɹ図２-21ɹ双体道祖神（川原湯地区）

  図２-25ɹ堀の内のお茶講（林地区）
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ɹ習俗は「炭焼き」や「酪農」などがあります。

ɹ食文化は、「えごまのおはぎ」があります。

町内にはごまと里芋を作っていはいけないと

いう言い伝えがあり、ごまの代わりにいくさ

（荏
ㆆ ㆔ ㆾ

胡麻）が栽培されてきました。各家庭の年中

行事で食べられるおはぎには、小豆餡と荏胡麻

をまぶすものの２種類が作られてきました。

（４）記念物

１）遺跡

ɹ縄文時代の遺跡のうち「居
ㆂ ㇄ ㆂ

家以岩陰群（⾧

野原地区）」は縄文時代早期の岩陰遺跡として

注目されます。國學院大學によって平成 26 年

（2014）から継続的に学術調査が実施されていま

す。「久
ㆎ㆏ㆩㆂ㆛ㆌㆆㆉㆋㆿㆋ㆟㆗ㆌㆂ㆗㆘㇅ㆄㆌ㇇ㆀㆨ

々戸遺跡柄鏡形敷石住居跡（⾧野原地区）」

は縄文時代中期末の敷石が完全に残っていた住

居跡で⾧野原町住民総合センターのエントラン

スロビー床下に移築して公開しています。

ɹ中世の遺跡は、山岳地形を利用した城館跡が

あります。発掘調査を実施した「柳沢城跡（横

壁地区）」と「林城跡（林地区）」はその構造や

出土遺物も含めてとても貴重です。真田氏が整

備した真田道やその後整備された信州街道など

の古道・街道は所々に今もその面影を残してい

ます。

ɹ近世の遺跡は、天明泥流に被災した遺跡のうち

水没地区のものがダム建設によって消滅する前

に記録保存されましたが、それ以外の吾妻川流

域に現存していることが重要です。宿場町であっ

た⾧野原・羽根尾の市街地や旧坪井村の富豪で

あった小林助右衛門の屋敷と酒蔵２棟があった

とされる「小林家屋敷跡（大津地区）」などがあ

ります。

ɹ近代の遺跡は、北白川宮能久親王が開いた吾妻

牧場が、その後分割され、民間に払い下げられ

ましたが、牧場内に築かれた土塁が部分的に残っ

ています。また、戦争関連の遺構は第１章で述

べたとおりです。

図２-27ɹ居家以岩陰群（⾧野原地区）

図２-28ɹ小林家屋敷跡（大津地区）

図２-26ɹえごまのおはぎ

（画像は⾧野原町食生活改善推進協議会が

提唱した「えごまのまきおはぎ」）
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ɹその他の遺跡は、源頼朝が川原湯温泉に入湯

する際に着衣をかけたといわれる「衣
㆓㇍㇂ㆉ㆐ㆂ㆗

掛石（川

原湯地区）」です。明治・大正時代の版画や絵葉

書、町の昔ばなしに登場し、王石・玉石・神代石・

よじゅう石等の異名をもっています。昭和５年

（1930）に発生した土砂崩れによる道路拡幅工事

で地中に埋没していましたが、平成 30年（2018）

に源泉公園整備事業にて道路を掘削した際に発

見され、88年ぶりにその姿を現しました。全体的にひび割れが発生しているのが確認さ

れたため移設は不可能と判断し、３Ｄデータの計測をした上で再び埋め戻しました。川

原湯源泉公園に３Ｄデータから起こしたレプリカを設置しています。

２）名勝地

ɹ景勝地は、浅間山をはじめ、歌に詠まれ、物

語や紀行文の舞台として地域の人々に愛され、

観光地としても賑わう山岳・高原・温泉地があ

ります。自然景観は、浅間山から噴出した溶岩

や火砕流に覆われて形成された台地状の高原地

帯、高山植物などの稀少な動植物が生育する山

岳、火山活動等の急な地質変化や急崖によって

形成された滝などがあります。また、「熊川の氷

壁（与喜屋地区）」は厳冬期の１～２月に熊川左

岸の段
ㆠ㇓ㆌ㇅ㆄㆋㆂ

丘崖からしみ出す湧水が凍って氷
ㆤ ㇉ ㇉

柱にな

り、それが重なって幅約 40ｍにわたり氷が岩壁

を覆う雄大な氷壁を出現させます。厳冬期なら

ではの自然美を見せているので、アマチュアカ

メラマンの人気スポットになっています。

３）動物・植物・地質鉱物

ɹ動物は、大津・林・応桑地区では毎年ホタル

が飛び交う沢があり、大津地区では「二
ㆫ ㆉ ㇓

勘ホタ

ルの里」として保護活動を行っています。

ɹ植物は、浅間山麓で生育するものの他に、ダ

ムによる水没を逃れた川原湯地区に隣接した沢

沿いの「トチ・カツラ巨樹群」、林地区の「押
ㆈ ㆗ ㆦ

手

沢
㆖㇏

のカタクリ群生地」があります。

ɹ地質鉱物は、浅間山の噴火で発生した土石な

だれ・泥流によって運ばれてきた浅
ㆀ㆕ㆾㆂ㆗

間石が吾妻

川流域に数か所あります。 ɹ図２-32ɹ押手沢のカタクリ群生地（林地区）

ɹ図２-29ɹ衣掛石（川原湯地区）

図２-31ɹ熊川の氷壁（与喜屋地区）

図２-30ɹ不動滝（川原湯地区）
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（５）文化的景観

ɹ選定された文化財はありませんが、応桑・北

軽井沢地区の開拓地（酪農地帯・農業地帯）や

浅間牧場、別荘地が本町の特色ある人文景観と

して挙げられます。

（６）伝統的建造物群

ɹ選定された文化財はありませんが、応桑地区

の滝
㆟ㆌㆰ㇉

原や⾧野原地区の貝
ㆉ ㆂ ㆜

瀬に幕末から明治時代

の古民家が数軒残されていて伝統的な農村の町

並みを作っています。また、近代になって草津

街道の立
㆟ ㆦ ㆰ

場が設置された大津地区の洞
ㆻ㇉㆏ㆡ

口は水路

沿いの町並みを残しています。

（７）その他

ɹ文化財としての把握調査は行われていません

が、本町を特徴づける観光地や観光施設、イベ

ントなどがあります。

４ɹ関連する制度

（１）ぐんま絹遺産

ɹ県知事がぐんまの「たからもの」として登録

した絹の遺産です。県内に残る養蚕、製糸、織

物などにかかる建物や場所、お祭りなどが対象

です。群馬県ではこれから多数登録して、それ

らをネットワーク化することで地域振興、観光、

文化的事業などに役立てることを目的として実

施しています。令和５年度現在で 106 件が登録

されています。本町では、「養蚕神社（猫石明神、

与喜屋地区」、「蚕
㆕㇓㆗㇓

神（川原畑地区）」が登録候補

として調査中です。

（２）浅間山北麓ジオパーク

ɹジオパークとは、地球科学的意義のあるサイトや景観が保護、教育、持続可能な開発

のすべてを含んだ総合的な考え方によって管理された１つのまとまったエリアで、日本

ジオパーク委員会（JGC）が認定する制度です。県内で認定されている日本ジオパークは

下
㆗ ㇂ ㆫ ㆟

仁田ジオパークと浅間山北麓ジオパークの２件です。そのうち、本町全域が浅間山北

麓ジオパークのエリア内となっています。

図２-33ɹ嶋木の浅間石（⾧野原地区）

ɹ図２-34ɹ浅間牧場（北軽井沢地区）

ɹ図２-35ɹ養蚕神社（与喜屋地区）
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ɹ浅間山北麓ジオパークは、浅間山の活発な火山活動に伴い地域社会が破壊され、地域

の人々の努力で再生してきた地で、浅間山と共に暮らしてきた人々の苦労や、現在の豊

かな暮らしに至る一連のストーリーに焦点を当て、地域の未来を担う子どもたちや来訪

者に伝えていくことを最重要テーマとしています。

ɹ大地の形成から現在の人々の暮らしに至るまでの物語を知ることのできる場所として、

AからＦの６つのジオパークエリアと 39のジオ・エコ・カルチャーサイトとビュースポッ

トを指定しています。そのうち本町が関わるものは、下記の３エリアです。

１）Ｂ．⿁押出しエリア

ɹ浅間火山の火山活動を間近に感じることがで

きるエリアです。浅間火山の中で最も新しい前

掛火山の三大噴火とされる３世紀末、天仁元年

（1108）、天明３年（1783）の堆積物を観察でき

ます。エリア内の嬬恋村域に⾧野原町営浅間園・

浅間山北麓ビジターセンターがあり、園内には

国の特別天然記念物に指定されている「浅
ㆀ ㆕ ㆾ

間山
㇄ㆾ

熔
㇈ㆄㆋ㇓㆘㇅㆐ㆂ

岩樹型」が点在しています。溶岩樹型は通常、

粘り気の少ない玄
㆒㇓ㆶㆋ㇓

武岩質の溶岩が森林を覆う際

に樹木を焼失させてできる場合がありますが、こ

れは天明３年（1783）の火
ㆉ㆕ㆂ㇊㇅ㆄ

砕流が森林を覆った

時に樹木を焼失させてできた痕
㆓㇓㆛ㆌ

跡です。浅間山の

溶岩は安
ㆀ㇓㆖㇓ㆋ㇓

山岩質であり、かつ火砕流が森林地帯

に流入してできた樹型が残ることは極めて珍し

い現象であるので、学術研究で重要な資源となっ

ています。また、現地では噴火によって放出さ

れたマグマの塊が急速に冷え固まってできるパ

ン皮状火山弾などの貴重な火山岩を見ることが

できます。

ɹ令和３年度にリニューアルした「浅間山北麓

ビジターセンター」で、浅間山の火山活動が関

係する地質鉱物や高山植物など、貴重な自然遺

産を観察することができます。ɹ

図２-38ɹ樹型内に自生するヒカリゴケ

ɹ図２-36ɹ⿁押出しエリア（町営浅間園）

ɹ図２-37ɹ浅間山熔岩樹型（浅間園内）

図２-39ɹパン皮状火山弾
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２）Ｃ．北軽井沢エリア

   前
ㆾㆆㆉ㆐㇄ㆾ

掛山の三大噴火のうち、特に天仁元年（1108）

の噴火による堆積物が見られます。また、大正

から昭和初期にかけて旧草軽電鉄が運行してい

たほか、浅間高原の気候風土を求めて首都圏か

ら多くの人が別荘を建て、一大別荘地として発展

しました。エリア内にある「浅
ㆀ㆕ㆾㆈㆈ㆟ㆌ

間大滝」は幅２ｍ、

高さ約 10ｍの北軽井沢周辺で最大の滝です。浅

間大滝の下流にある「魚
ㆄㆈ

止
ㆩ

めの滝」は落差 10ｍ

を３段にわたって流れる滝です。高原リゾート

の冷涼なムードに適したサイトとなっています。

また、エリアの中心部には「旧草軽電鉄北軽井

沢駅駅舎」があります。国の登録有形文化財に

登録されている建物で、北軽井沢エリアを知る

上で重要でかつ人々に広く親しまれた建物です。

このほかに、明治時代の北白川宮能久親王によっ

て開かれた吾妻牧場を前身として現在に続いて

いる「浅間家畜育成牧場」や２万４千年前の浅間

山（黒
ㆎ ㇍ ㆵ

斑火山）の山体崩壊によって流れてきた「流

れ山」があります。

３）Ｆ．吾妻川エリア

ɹ吾妻川は、町内北部を西から東に流れ下って

おり、道路や鉄道等の交通網もこの河川沿いに

敷設され、住居の多くが吾妻川流域の段丘に展

開しています。エリア内には川の浸食による深

い段丘崖が多くあり、東吾妻町との町境付近に

関東の耶
㇄ ㆰ ㆐ ㆂ

馬渓と言われた「吾妻峡」があります。

過去の浅間山の火山活動の影響による浸食を受

けた渓谷を見ることができます。この他にも天

明３年の噴火災害によって生じた土石なだれや

泥流の被害を受けた「常林寺」や「雲林寺」、「旧

新井村」などの被災遺跡があります。拠点施設に

「⾧野原町やんば天明泥流ミュージアム」があり、

八ッ場ダムの建設工事に伴って 26年間にわたり

行われた発掘調査によって発見された考古資料

や町内の民俗資料を展示しています。

ɹɹ図２-41ɹ北軽井沢エリア（魚止めの滝）

ɹ図２-42ɹ吾妻川エリア（吾妻峡・八ッ場ダム）

※国土交通省利根川ダム統合管理事務所提供

ɹ図２-40ɹ北軽井沢エリア（浅間大滝）

図２-43ɹ常林寺（応桑地区）
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第３章ɹ⾧野原町の歴史文化の特性

1 ɹ歴史文化の特性

ɹ本町の文化財はその由来や歴史的な事象、本質的な価値等によって、いくつかのまと

まりになります。それらを分類すると本町の文化財の様相は、①山と川、②交通というキー

ワードを見出すことができます。

ɹ本町は群馬県北西部に位置し、周囲は浅間山をはじめとする山々に囲まれ、北部は吾

妻川流域、南部は浅間高原となっています。先史から関東・⾧野・新潟との交流で縄文

文化が栄え、中世・近世には真田道・信州街道が通り、人・モノ・コト（文化）が行き

交いました。近代には浅間高原に草軽電気鉄道が開通し、避暑地として別荘が建ち並び、

戦後は開拓によって酪農や高原野菜の栽培が盛んになりました。

ɹこのように山と川の自然に育まれ、交流を通して発展してきた本町の歴史文化の特性

を、文化財の様相を踏まえて歴史別、地形別に抽出していきます。

（１）  歴史別の特性

ɹ本町の歴史別の歴史文化の特性は、以下の７つを挙げることができます。
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①ɹ関東と中部高地・越後をつなぐ縄文文化

ɹ本町は地理的に群馬・⾧野・新潟の県境付近に位置し、先史から山の尾根を利用した

人々の活発な交流がありました。１万年以上続いた縄文時代のうち、今から約 5000 年

前の中期後半には現在の大字ごとに大規模集落が営まれ、吾妻川流域の人口がピークを

迎えます。そこで使われた土器は関東系・八ヶ岳系・浅間山周辺系・越後系に加え、越

後・信濃を経由して入ってきた南東北系のものがあります。浅間山周辺系は関東系と八ヶ

岳系が融合したもので、その分布は浅間山が眺望できる環浅間山地域に広がり、１つの

文化圏を形成していました。弥生時代以降は稲作に適さない地形であったため、集落は

積極的に営まれなくなりましたが、再葬墓には東海地方から南信を経由して入ってきて

いた土器が使用されました。山の尾根を利用した人・モノ・コトの交流があったことが

この時代の特性です。

図 3-1ɹ縄文時代中期後半土器群の系統別分布図（『やんば天明泥流ミュージアム図録』よりɹ一部改変）
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②ɹ平安集落の突然の出現ʵ空閑地を求めてʵ

ɹ古墳時代の遺構は少ないながら認められていますが、奈良時代の人々の生活の痕跡は

見つかっていません。しかし平安時代の９世紀半ば、人々が集落を作り、狩猟のための

陥
ㆈㆨ

し穴を造りました。集落は９世紀後半から 10世紀前

半に増加し、ほとんどが 10世紀後半に見られなくなり

ます。出土した考古資料を見ると、県内平野部だけでな

く⾧野県側からも人々が入っていました。このような経

過からこれらの集落は自立的に成立したものではなく、

中央に納めるための動物資源や鉄資源を獲得する目的

で有力層が経営したと考えられています。周辺地域から

人々が資源を求めて流入し、集落を形成したことがこの

時代の特性です。

③ɹ武士の進出と修験道の浸透、県外勢力との交流

ɹ天仁元年（1108）の浅間山噴火により荒廃していた平安時代末期、信濃国の豪族であ

る海野氏の一族が浅間山を越えて進出し、「三
ㆿㆯ㇉ㆮ㆗㇇ㆄ

原荘」を獲得しました。町内には源頼朝や

朝比奈義秀など鎌倉武士に関する伝説・伝承が残っています。また、板碑や宝塔など仏

教文化を示す石造物や西吾妻に広く分布していた修験道寺院の存在から、山岳信仰が浸

透していたことが分かります。

ɹ戦国時代に戦国大名の勢力が相対する境目の地域となりました。⾧野原城や丸岩城な

どの急峻な岩山を利用した山城が築かれ、吾妻川沿いや周辺の山を真田道が通り、上野

国の外からの人・モノの交流が盛んになりました。信濃国から武士が進出し山岳信仰が

浸透し、人・モノの往来が旺盛になったことがこの時代の特性です。

図 3-2ɹ苧
ㆈ

引
ㆲㆌ

金具（林宮原遺跡）

図 3-5ɹ柳沢城跡出土遺物図 3-4ɹ丸岩城跡（林地区から撮影）

ɹ図 3-3 ɹ苧引金具出土遺跡の分布図ɹ

（原明芳 2011「⾧野県の古代生業」『一

社法人日本考古学協会 2011 年栃木大会

研究発表資料』より一部改変）
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④ɹ真田道・信州街道が結ぶ人・モノ・コト

ɹ本町は真田氏が岩櫃城（東吾妻町）や沼田城（沼田市）を拠点として上野国と信濃国

を結ぶために整備した真田道のルート上に位置しています。近世には、高崎から万
ㆾ ㇓ ㆍ

騎峠

を越える信州街道、信州沓掛から鼻田峠を越える沓掛道（草津道）が整備されました。

街道が交差する要衝であった狩宿に関所が設置されました。街道沿いには馬頭観音をは

じめとする石造物や道しるべが残されています。物品の流通だけでなく、草津温泉の湯

治や善光寺参りのルートとして人馬で賑わいました。交通網の整備により人・モノ・コ

トの往来が活発になり、文化的豊かさが育まれたことがこの時代の特性です。

図 3-8ɹ信州街道鳥瞰図（北東側から佐久平方面を望む）

図 3-6ɹ作道の馬頭観音

（⾧野原地区）

図 3-7ɹ善光寺・草津への道標

（林地区）
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⑤ɹ天明三年浅間山噴火の被害と復興

ɹ天明３年（1783）の浅間山噴火で、鎌原土石なだれ・天明泥流が村々を襲い大きな被

害を出しました。八ッ場ダム事業に伴う発掘調査から天明泥流に埋もれた村々が姿を現

し、農民の生活や被災時の農民の行動が明らかとなりました。埋没した畑に「復
ㆵㆣㆌ㇅ㆄ㆓ㆄ

旧坑（溝）」

と呼ばれる掘り込みが多数見つかり、埋土の上面から畑土を掘り上げたいわゆる「天地

返し」という作業を村人が協力して行ったことを物語っています。また、幕府や近隣の

富豪による救済措置などの記録が残り、発掘調査成果と記録内容が一致する事例もいく

つか見られ大変貴重です。この他、町内には泥流が運んだ浅間石や災害に関わる伝承や

石造物などが残り、毎年雲
ㆄ㇓㇊㇓㆘

林寺境内で供養祭が開催され、災害が語り継がれています。

自然災害による壊滅的な被害を受けた後、公的な救済措置を得て、生き延びた村人が協

力して復興を遂げたことがこの時代の特性です。

⑥ɹ吾妻牧場からはじまる浅間高原の近代化と戦後開拓

ɹ六里ヶ原の気候と広大で平坦な土地に着目した北白川宮能久親王は、明治 15年（1882）

に軍馬育成を目的に吾妻牧場を開設しました。能久の死後、牧場は民間等に払い下げら

れて細分化され、それが浅間牧場、別荘地（一匡邑・大学村）、草軽電気鉄道などとなり、

浅間高原を特徴づけるエリアを誕生させるきっかけになりました。特に草軽電気鉄道の

運行は電力インフラの建設を促進し、別荘地開発、観光地化と北軽井沢地区の近代化の

足掛かりとなりました。戦後、周辺の未開発地が中国大陸からの引き揚げ者へ開拓地と

して提供され、過酷な状況下での開拓であったことが語り継がれており、現在の酪農業

の発展は当時の開拓者による功績です。牧場開設を契機に浅間高原の近代化が始まり、

戦後開拓による酪農業の発展に繋がり、リゾート地・北軽井沢への礎となったことがこ

の時代の特性です。

図 3-9ɹ復旧坑（西宮遺跡）

図 3-12ɹ草軽電気鉄道図 3-11ɹ入植当初の様子（大屋原）

図 3-10ɹ天明供養祭（雲林寺）
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⑦ɹ八ッ場ダム建設とこれから

ɹ最初にダム建設計画が町に示された昭和 27 年（1952）から 68 年の歳月を経て八ッ

場ダムは令和 2年（2020）に完成しました。水没５地区では突然の計画の通知にダム建

設反対運動が起こり、一時計画は立ち消えとなりましたが、昭和 40年（1965）にダム

建設問題が再燃すると、反対運動が活発化し、建設に反対する地元と国との間で膠着状

態が続きました。この状態は平成４年（1992）の協定書の調印まで 27年間続き、最初

の計画提示から実に 40年が経過していました。文化財関係では、町が昭和 61年（1986）

に文化財総合調査を開始し、移設予定文化財の抽出と現地調査を実施し、県は平成６年

（1994）から令和元年（2019）まで 26 年間にわたって大規模調査を実施しました。こ

れらの調査成果を展示公開する施設として令和３年（2021）４月に⾧野原町やんば天明

泥流ミュージアムがオープンしました。昭和の戦後復興期から平成・令和の３時代にわ

たって実施された国家プロジェクトであり、本町の現代史と八ッ場ダム建設とは切り離

すことはできません。紆余曲折を経た八ッ場ダム建設の歴史と、これからの「あさま」

と「やんば」を結ぶ地域振興が町の飛躍に重要であることが現代の特性です。

図 3-14 ɹやんば天明泥流ミュージアム図 3-13ɹ八ッ場あがつま湖
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（２）地形別の特性

ɹ次に本町の地形別の歴史文化の特性は大きく以下の３つを挙げることができます。序

章で述べた地形ごとの定義「吾妻川流域」「浅間高原」「山岳傾斜地域」それぞれの地形

別の特性が見いだされます。

図 3-15ɹ地形別の特性のイメージ図
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①周囲を囲む山岳地帯

ɹ町の西隣の嬬恋村越しに浅間山、四阿山、草津白根山など標高 2000 ｍ級の火山帯が

続き、町の東を高間山、菅峰、浅間隠山、鼻曲山など標高 1100 ～ 1800 ｍ級の山々に

囲まれている⾧野原町は、豊かな自然資源の恩恵を受けて発展してきました。人々はこ

れら山間部の資源を営みの中で多種多様に活用してきました。縄文時代に関東と信越の

各地から人々が土器や石器を携えて尾根道や峠を越えて交流していました。その後、尾

根道は古代中世以降、山岳信仰が浸透したことで信仰の道として利用され、山々は信仰

の対象となりました。嬬恋村の万座山

や白根山周辺では江戸時代から硫黄・

ミョウバン・蝋
㇍ㆄ㆛ㆌ

石が採掘され、特に火

薬などの工業原料となる硫黄の採掘は

近代産業の発展に貢献しました。戦後

は、南部で上信越高原国立公園に指定

されて優れた自然の保護が図られたこ

とを契機に、登山・スキー・ゴルフや

温泉地などの観光資源として活用され

てきました。

②火山活動により形成された浅間高原

ɹ浅間山北麓に広がる浅間高原は今から約 24,000 ～ 13,000 年前の古い浅間山による度

重なる火山活動によって形成されました。江戸時代、荒涼とした原野は旅人にとって通

行困難な場所であったことから分
㇏ㆉ㆕㇌

去茶屋を基点として沓掛・大笹・狩宿の 3方面の道路

沿いに道しるべの観音菩薩像が 33体ずつ、基点の観音菩薩像を加えて合計 100 体の石

仏が近隣の人々から寄進され、１丁（約 110 ｍ）間隔で建てられました。

ɹ明治政府による殖産興業政策の一環として高冷地で比較的平坦な地形が広がる六里ヶ

原に着目した北白川宮が吾妻牧場を開設し、その一部である御所平に旧館林藩の藩士が

入植しました。吾妻牧場は北白川宮の死後、民間に払い下げ・分割されて、浅間牧場、

別荘地（一匡邑・大学村）、草軽電気鉄道などその後の北軽井沢を特徴づける場所へと変

わっていきます。戦時中には本土決戦に向けた

軍事活動の要衝として旧陸軍による演習や旧海

軍によるロケット（ミサイル）実験が行われ、

戦後は未開発地へ中国大陸からの引き揚げ者が

入植し、酪農業が発展しました。その後の農地

造成事業により耕地が拡大され、高原野菜の生

産が進められました。

ɹ図 3-16ɹ硫黄が積み上げられた⾧野原駅

ɹ図 3-17ɹ大正期の浅間高原の旅人
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③吾妻川とその支流により形成された段丘

ɹ鳥居峠を水源とする吾妻川は町を西から東へ

流れ、東吾妻町との町境付近に至り、大洞山系

と高間山系を浸食して吾妻峡を形成していま

す。吾妻川の支流である熊川は鼻曲山の麓を水

源とし、町の南から北へ流れて片蓋川や地蔵川

と合流しながら吾妻川に流れています。吾妻川

とその支流の段丘は、人々の生活の場として発

達し、先史・古代からの集落跡や中世の城館跡

が残されています。古道や街道も段丘上を通っ

ており、旧⾧野原町や羽根尾村、狩宿村は宿場

として発展しました。こうした道が関東平野部

と信越地方との繋がりをつくり、人・モノ・コ

トの交流をもたらしました。しかし、中世まで

は吾妻峡の通行が困難で峠道が主要ルートでし

た。近世に吾妻川左岸の山沿いに久森峠と道陸

神峠の道が開削され、近代に現在のような東西

吾妻を結ぶ新道が開削されました。吾妻川とそ

の支流の熊川流域にはその水源からの標高差を

活かして、大正末～昭和初期に発電所が次々に

建設されました。本町に所在する大津・羽根尾・

熊川第一・熊川第二の４つの発電所は人々のく

らしとともに町の近代化を促進させました。

図 3-20ɹ熊川第一発電所

図 3-21ɹ熊川第二発電所

図 3-19ɹ羽根尾発電所

図 3-18ɹ大津発電所
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（３）  歴史文化の特性

ɹこれまで見てきた歴史別・地形別の特性を併せた様式図です。これらから抽出された

本町の歴史文化の特性は以下の３つに集約されます。

図 3-22ɹ⾧野原町の歴史文化の特性（様式図）
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①ɹ火山の歴史文化ʵ活火山の恵み、災害と復興ʵ

ɹ浅間山をはじめとする火山は、噴火や土砂・泥流など自然災害の脅威をもたらすもの

ですが、その反面、温泉地や高原などの恵みも与えてくれます。大地と人の織り成す営

みは、災害（破壊）と復興（再生）を繰り返し、火山と共生して歴史文化を育んできま

した。

ɹ本町では、天明三年浅間山噴火の痕跡とそこからの復興の足跡、慰霊（供養）と語り

継ぎの取り組みが継続的に実施されています。天明三年の災害は浅間高原を襲った土石

なだれが吾妻川に流れ込んで泥流となり、本町域の村々を呑み込みながら流れ下りまし

た。その際に土石なだれや火砕流の被害があった浅間高原も度重なる噴火活動により形

成された地形で、下流の吾妻川流域ではその泥流の上に人々は村を復興させました。さ

らに、その村々のうち八ッ場ダムの建設に伴う水没地区では、代替地に街区を移して生

活を再建し、新たな産業・観光拠点が誕生しました。

ɹɹɹ

②ɹ高原の歴史文化ʵ豊富な自然資源の利活用ʵ

ɹ度重なる噴火活動によって形成された高原は周囲の山岳地帯と河川とを繋ぐ役割を果

たしていました。これら豊かな自然環境は、鉱山資源や森林資源、水と水産資源、希少

な動植物などの天然資源を供給し、先史・古代から人々の生活を支えてきました。

ɹ近世では荒涼な高原に沓掛道（草津道）が整備され人の行き来がありましたが、明治

期になると牧場が開かれ、大正期には別荘開発のほか、草軽電気鉄道の敷設によって、

町の近代化と観光業の発展が促進されました。戦後、高原では満洲引き揚げ者による開

拓で酪農業が発展し、その後、高冷地の気候特有の風光明媚な景観資源、各種レジャー

やリゾート資源を生かした観光業が発展しました。また、土壌改良による火山灰土壌に

適した高原野菜の栽培など資源の利活用が進みました。

③ɹ交流の歴史文化ʵ人・モノ・コトのつながりʵ

ɹ先史・古代から近現代にかけて人々は本町で交差するように山や峠を越え、川を渡り、

交流していました。人が通る場所には道ができ、道が交わる場所には集落や宿場ができ

ました。人の住まう場所には、普段の生活とともに山を越えた先とのつながりにより豊

かな歴史文化が育まれました。

ɹ先史から人々は山の尾根や峠を越えて、モノや文化の交流をしていました。古代中世

以降、尾根は信仰の道として利用され、峠を越えて人やモノの往来が頻繁になり、荒地

の開発、村落の形成へと繋がっていきます。中近世に整備された真田道や信州街道は、

馬を利用した更なる物流や人の往来を加速させ、交通の要所に宿場を発展、街道近くの

村々では多様な伝統文化が育まれました。近代以降、吾妻峡を通る新道の開削を契機とし、

道路や鉄道の整備のほか水力発電所が建設され、吾妻川流域の産業は発展しました。
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第４章ɹ文化財に関する既往の把握調査

１ɹ総合把握調査

ɹ本町の文化財全般の所在や分布の把握調査は、昭和 51年（1976）刊行の『⾧野原町誌』

作成に伴って実施されたほか、昭和 47 ～ 51 年度（1972 ～ 1976）に実施された群馬

県文化財総合調査があります。指定等文化財と一部の未指定文化財は、平成元年（1989）

に刊行された『⾧野原町の文化財』に掲載されています。近年は『広報ながのはら』で「ふ

るさと再発見ɹ文化財だより」として未指定文化財を含む文化財を町民に紹介しており、

執筆の過程で未指定文化財を把握することもあります。

ɹ水没５地区は、昭和 61年（1986）から建設省（現国土交通省）の委託を受けて町が「八ッ

場ダムダム湖水没地及び関連地域の文化財総合調査（以下、ダム関連地域文化財総合調

査）」を実施しています。これまでに民俗・石造物・自然・昔ばなし・古文書・農具民具・

移設文化財の調査・収集・整理し、その成果報告書をそれぞれ刊行しています。特にダ

ム本体及び関連事業地内から移設した石造文化財・神社・社
㆗ ㇃ ㆄ

宇・堂
ㆩ ㆄ ㆄ

宇等は『八ッ場ダム

地域移設予定文化財調査報告書』、『⾧野原町の文化財調査報告書Ⅰ』、『⾧野原町の文化

財調査報告書Ⅱ』に移設文化財の概要と移設状況がまとめています。本節では、分類ご

との把握状況の概要を示します。これまでの把握調査進捗状況を一覧にすることによっ

て、分類別、地区別の調査の進捗状況が異なることがわかり、今後の文化財調査の課題

が見えてきました。なお、各調査報告書のリストは巻末資料に掲載します。

２ɹ類型別把握調査

（１）有形文化財調査

１）建造物

ɹ県が行った洋風建造物・近代和風建築調査により主に公共建築が把握されています。

ɹ寺社は、昭和 53年度（1978）の群馬県近世社寺建築緊急調査、令和元～３年度（2019

～ 2021）の群馬県近世寺社総合調査が行われており、報告書が刊行されています（『群

馬県近世寺社総合調査報告書』令和４年〈2022〉刊行）。

ɹ近代化遺産は、平成２・３年度（1990・1991）に群馬県近代化遺産総合調査が行われ、

町内の橋梁・駅舎・発電所・水門・水路等が報告されています（『群馬県近代化遺産総覧』

平成４年〈1992〉刊行、『群馬県近代化遺産総合調査報告書』平成４年〈1992〉刊行）。

また、近現代和風建築は、群馬県が実施した近代和風建築総合調査で主に公共建築等が

把握されています（『群馬県の近代和風建築』平成 24年〈2012〉刊行）。

ɹ民家は、科学研究費助成事業（科研費）基盤研究（A）「災害で埋没した建物による民

家研究史の研究」（研究代表者ɹ箱崎和久）で町内民家の主屋 150 棟、土蔵 150 棟を把

握調査しています。
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ɹ個々の調査では、「旧狩宿茶屋本陣（国登録ɹ応桑地区）」の基礎調査（『狩宿茶屋本陣

調査報告書』）および概要報告（『狩宿茶屋本陣（黒岩家）ʵ基礎調査概要報告ʵ』とも

に平成 27年〈2015〉刊行）が挙げられます。また、「旧⾧野原町役場（⾧野原地区）」は、

解体時に記録保存を目的とした調査が行われました（『旧⾧野原町役場庁舎調査報告書』

令和５年〈2023〉刊行）。

２）美術工芸品

ɹ絵画、書跡・典籍は、昭和 53年（1978）に群馬県教育委員会により行われた群馬県

文化財総合調査（『吾妻地方の文化財』昭和 53年〈1978〉刊行）で調査されて以降、ま

とまった調査は行われていません。

ɹ彫刻は現状ではほとんど把握されていません。

ɹ古文書は、平成 9年度から平成 12年度にかけて実施された八ッ場ダムダム湖予定地域

及び関連地域文化財調査（古文書調査）により町内の古文書が総合的に調査されています。

ただし、多くが詳細調査されていません（『⾧野原町の古文書』平成 13年〈2001〉刊行）。

ɹ考古資料は、これまで発掘調査が実施された成果として八ッ場ダム建設に伴う発掘調

査報告書、⾧野原町埋蔵文化財調査報告書等に掲載しています。

ɹ歴史資料は、廃校となった町立小学校などで所蔵していた資料を把握しています。

（２）無形文化財調査

ɹ工芸技術は昭和 60年度（1985）に群馬県無形文化財緊急調査が実施され、『小正月の

つくりもの（一）ʵ吾妻編―』（昭和 62年（1987）刊行）にまとめられています。また、

平成３・４年度（1991・1992）に群馬県により諸職関係民俗文化財調査が行われ、『群

馬県の諸職』（平成５年〈1993〉刊行）にまとめられています。町内では横壁地区で行

われていた「炭焼き（白炭作り）」が取り上げられています。本書では「小正月のツクリ

モノ」「炭焼き」を民俗文化財として把握しています。

（３）民俗文化財調査

ɹ民俗文化財全般について、昭和 47年度（1972）に群馬県民俗調査が行われています。

また、昭和 58・59 年度（1983・1984）の群馬県民俗文化財分布緊急調査により、『群

馬県民俗分布地図』としてまとめられ、各地域の傾向が分析されています。その後、本

町の有形・無形の民俗文化財ともに八ッ場ダム地域文化財総合調査における民俗調査が

行われ、『⾧野原町の民俗』（昭和 63年〈1988〉刊行）にまとめられています。

１）有形の民俗文化財

ɹ石造物は、町が八ッ場ダムの建設計画に伴って把握調査しています。（『⾧野原町の石

造文化財』平成元年〈1989〉刊行）水没５地区の石造文化財は、前述のとおり調査が行

い、移設等の処置を実施しています（『⾧野原町の文化財調査報告書Ⅰ』平成 25年〈2013〉

刊行、『⾧野原町の文化財調査報告書Ⅱ』令和４年〈2024〉刊行）。また、本計画作成に伴い、

大津・羽根尾・与喜屋・応桑・北軽井沢地区の追跡調査、八ッ場地区の移設対象外の把

握調査を実施しました。

ɹ民具は、散逸してしまう恐れのある農具・民具、生活用品等で寄贈を受け付けたもの、
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収集したものは、ダム関連地域文化財総合調査の一環として、農具・民具及び生活用品

等調査が行われています（『⾧野原町の農具・民具及び生活用品等報告書』平成 24年

〈2012〉刊行）。

２）無形の民俗文化財

ɹ民俗芸能・祭りは、信仰・年中行事等に関する風俗習慣、民俗芸能として記録映像と

して DVD『⾧野原町の伝統文化・芸能』（令和元年〈2019〉刊行）にまとめています。

ɹ民間伝承は、ダム関連地域文化財総合調査として昔話・伝説・世間話・ことば（方言・民謡・

わらべ唄等）の調査が行われ、『⾧野原町の昔ばなし』（平成８年〈1996〉刊行）にまと

められています。また、さらに各地区に伝わる伝承地名に関する調査が行われています

（『⾧野原町伝承地名地図』平成４年～平成６年〈1992 ～ 1994〉刊行）。

（４）記念物調査

１）遺跡ɹ

ɹ包蔵地は、昭和 46年度（1971）に群馬県により埋蔵文化財包蔵地調査が実施され、『群

馬県遺跡地図』（昭和 49年（1974）刊行）にまとめられ、本町で 11遺跡が把握されて

います。その後、昭和 62年～平成元年（1987 ～ 1989）に実施した町内遺跡詳細分布

調査により 199 遺跡（指定文化財含む）を把握し（『⾧野原町の遺跡』（平成２年〈1990〉

刊行）、現在は「マッピングぐんま」（http;//mapping-gunma.pref.gunma.jp）にて調査の

進捗に合わせて更新・公開しています。また、古墳は、昭和 10年（1935）に群馬県古

墳調査が実施され、『上毛古墳総覧』（昭和 13年（1938）刊行）にまとめられており、

本町で 2 基の古墳を把握しています。さらに平成 24 年～平成 29 年（2012 ～ 2017）

に群馬県が古墳総合調査を実施しており、報告書を刊行しています（『群馬県古墳総覧』

平成 29年〈2017〉刊行）。

ɹ城跡は、昭和 60 年～平成元年（1985 ～ 1989）に群馬県により中世城館等の把握調

査が行われ、『群馬県の中世城館跡』（平成元年〈1989〉刊行）にまとめられています。

ɹ古道は、昭和 53 年～平成 12 年（1978 ～ 2000）に群馬県により歴史の道調査が実

施され、⾧野原町内を通る信州街道、真田道や草津道といった諸街道の把握が行われ、

各歴史の道の報告書を刊行されています（『群馬県歴史の道調査報告書５ɹ信州街道』〈昭

和55年 [1980]刊行〉、『群馬県歴史の道調査報告書15ɹ吾妻の諸街道』〈昭和58年 [1983]

刊行〉）。また、本計画作成に伴い、町内全域の古道の把握調査を実施しました。

ɹ廃線は、旧草軽電鉄や干俣鉱石輸送鉄道が知られているものの、総合的な把握調査は

行われていません。

２）名勝地

ɹ景勝地・自然景観は、『⾧野原町の自然』（平成５年〈1993〉刊行）、『名勝「吾妻峡」

保存管理計画書』（平成 22年〈2010〉刊行）で、国指定名勝吾妻峡を中心に、水没５地

区の主な名勝地を把握しています。
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３）動物・植物・地質鉱物

ɹ動物・植物は、上述した『⾧野原町の自然』で主に水没５地区を中心に把握しており、

『浅間山周辺の植物標本写真目録』（平成 27年〈2015〉）で浅間高原の高山植物について

把握しています。 

ɹ地質鉱物は、『⾧野原町の自然』で主に水没５地区を中心に把握しています。その後、

平成９・10年度（1997・1998）に県により天然記念物（地質・鉱物）緊急調査が行わ

れ、報告書が刊行されています（『群馬県天然記念物（地質・鉱物）緊急調査報告書』平

成 11年（1999）刊行）。本町の調査物件は、吾妻峡、川原湯岩脈、浅間山の⿁押出し溶

岩（嬬恋村、町有地）、浅間山熔岩樹型（嬬恋村、町有地）を把握しています。

（５）文化的景観調査

ɹ文化財としての把握調査は行われていません。

（６）伝統的建造物群調査

ɹ文化財として把握調査は行われていません。

（７）その他

ɹ文化財として把握調査は行われていません。

図 4-2ɹ石造文化財追跡調査のようす図 4-1ɹ広報ながのはら

ふるさと再発見ɹ文化財だより



71

３ɹ文化財の把握調査の課題
ɹ本町の文化財に関する既往の把握調査の進捗状況について、表にまとめました。

表 4-1ɹ既往の把握調査進捗状況一覧
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ɹ以上の整理から、本町における文化財の把握調査に関する課題は概ね次のような点が

挙げられます。

・『⾧野原町誌』以降、町の歴史文化に関する総合的な把握調査が実施されていません。

・文化財類型別にみると、調査実施に偏りがあり、特に有形文化財と民俗文化財、記念物（遺

跡、名勝地、植物）、文化的景観、伝統的建造物群に関する把握が十分であるとはいえず、

計画的な調査実施が必要です。

・有形文化財のうち、絵画・書跡・典籍は調査が古く、現況調査が必要です。また、彫刻・

工芸品はこれまで調査が行われておらず、把握に至っていません。さらに、古文書は把

握調査が行われ、文書群として来歴等の目録化をしていますが、多くが内容の把握に至っ

ていません。

・民俗文化財のうち、風俗習慣や民俗芸能について、過去に十分な把握が行われています

が、社会情勢や生活の変化で大きく変動するため、継承の問題とあわせて現況調査を行っ

ていく必要があります。

・遺跡は、近代の吾妻牧場や鉄道に関する総合的な把握調査が行われていません。

・名勝地は、町内全域における総合的な把握調査は行われていません。

・植物は町内全域における総合的な把握調査にまで至っていません。

・文化的景観は文化財保護法で文化財の種別が設けられて以降、このような視点に立った

調査が行われていません。

・伝統的建造物群は、有形文化財調査で民家の把握が行われていますが、伝統的建造物群

としての視点に立った把握調査は行われていません。
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第５章  文化財の保存・活用に関する将来像

１ɹ文化財の保存活用に関する将来像と基本方針

（１）将来像・基本理念

ɹ第五次⾧野原町総合計画では、本町の素晴らしい自然と歴史と人情を活かしたまちづ

くりの道筋として、「明るく活力のあるまちへ」を基本理念に掲げ、「オール⾧野原」の

体制でまちづくりに取り組むとしています。本地域計画では、⾧野原町の先人たちがこ

れまで培ってきた歴史文化を構成する文化財を掘り起こし、それらの歴史的背景を理解

することで、住む人の誇り、訪れた人の感動となるように、⾧野原町の歴史文化を「守る・

伝える・育てる」ことを基本理念とし、以下の将来像の達成を目指します。

（２）基本方針

ɹ上記に掲げた文化財の保存・活用に関する基本理念に基づき、文化財を「守る」、歴史

文化の感動を「伝える」、ふるさとの誇りを「育てる」ことを基本方針とします。

ɹ文化財を「守る」ことでその価値や魅力を次世代へ遺すことになり、次世代へ遺した

歴史文化の感動を「伝える」ことで、ふるさとへの誇りや愛着を「育てる」と同時に文

化財を「守る」担い手や文化財を支える人の輪を広げることに繋がるサイクルを生み出

します。この基本方針のサイクルによって、持続可能な文化財の保存・活用を進めます。

図 5-1ɹ将来像と基本理念
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１）文化財を「守る」

ɹ町の歴史文化を構成する文化財の所在や分布を計画的に把握し、価値や魅力を明らか

にするための調査を継続して実施し、リスト追加・記録化を進めます。その上で、個別

の文化財の指定・登録等の措置や、適切な保存管理の手順や方法を確立しながら、着実

に文化財を守るための取組みを実践し、確実に次世代へ引き継ぎます。

２）歴史文化の感動を「伝える」

ɹ文化財を展示・公開する場所の整備・維持管理を実行し、周辺環境と一体的に歴史文

化を知る場所を整備します。また、歴史文化に触れる機会を創出し、多様な媒体で情報

発信をするなどの普及活動を推進することで、町の歴史文化の価値や魅力を広く伝え、

住民や町を訪れる人々の興味・関心を高めます。

３）ふるさとの誇りを「育てる」

ɹ文化財の保存・活用に関する一貫した取組みを推進するため、文化財に関わる庁内各

部局と連携した文化財部局の体制を整備して文化財保護の担い手を育てます。行政、専

門機関、地域住民、所有者、関連団体など、多様な主体が連携し、活動を広げることで、

町の歴史文化を誇りに感じる人を増やし、文化財を支える人の輪を広げます。

図 5-2ɹ文化財保存活用の基本方針のサイクル
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第６章ɹ文化財の保存・活用に関する課題・方針

１ɹ文化財に関するこれまでの取組み

ɹこれまで町で行っている文化財に関する基本施策の概要をまとめました。町の文化財

に関する施策は、⾧野原町の文化財部局である教育委員会事務局（文化財係・やんば天

明泥流ミュージアム係（以下、ミュージアム係））が執行しており、ミュージアムの管理・

運営をミュージアム係、それ以外の文化財保護行政を文化財係が担当しています。

表 6-1ɹ文化財に関するこれまでの取組み
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２ɹ文化財の保存・活用に関する課題

（1）文化財を「守る」における課題

文化財の把握が不十分です

・これまでの把握調査は県が主体の古い調査で文化財類型別にみると偏りがあり、計画的

な把握調査を実施する必要があります (① -1-a)。ɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹ

・文化財リストを更新するとともに文化財情報（位置・来歴など）を一元管理するデーター

ベースが必要です (① -1-b)。

・指定文化財台帳の更新（現況確認、整備や保存・活用の履歴記録）を継続する必要があ

ります (① -1-c)。

・既存の遺跡地図は随時更新して「マッピングくんま」で公開していますが、八ッ場地区

で発掘調査後に水没あるいは消滅したものについては未整理です (① -1-d)。

文化財の調査が不十分です

・近世・近代の民家に関してはこれまで調査されていませんでしたが、奈良文化財研究所・

横浜国立大学・東京大学の共同研究で吾妻郡内の民家を調査しまとめているところです。

この成果を地域計画に反映させるとともに詳細調査が必要な歴史的建造物は町で実施す

る必要があります (① -2-a)。

・県教委が昭和 46年度から５ヵ年で調査して以降、絵画・書籍・彫刻等の美術工芸品に

関しての調査は実施されていません (① -2-b)。

・名勝地や文化的景観に関しては、そのような観点での調査は未実施です (① -2-c)。

・未だ地中に埋没している旧⾧野原宿・旧羽根尾宿・旧小宿村・小林家屋敷跡などは被災

遺跡として再認識し、範囲を見直す必要があります (① -2-d)。

・水没５地区については、石造文化財をはじめ、神社・社宇・堂宇が移設・集約されたが、

新しい街区での活用方法が決まっていません (① -2-e)。

・他地域との交流に使われてきた古道・街道は未確定箇所や水没箇所を含んでおり、詳細

調査が必要です (① -2-f )。

・昭和 51 年の『⾧野原町誌』刊行から 50年近く経過し、その間に八ッ場ダム本体や幹

線道路、代替地、地域振興施設が完成し、吾妻川流域の東部地域は大きく様変わりして

います。令和 11年に町制 140 周年を迎えることから、新しい町史の編さんが望まれて

います (① -2-g)。

文化財の適切な保存管理ができていません

・指定・登録等を検討していく上で、種別ごとに統一的な指定等基準が必要です (① -3 

-a)。

・文化財の指定等を推進する必要があります (① -3-b~e)。ɹ

・個別の指定等文化財について保存活用計画を作成する必要があります (① -4-a)。

・指定等文化財は定期的な点検（パトロールによる現況確認）を行う必要があります (①

-5-a)。
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・文化財や収蔵施設の防災について対策を立てる必要があります (① -5-b)。

・平時からの備えとして発災時に対応する体制を構築する必要があります。また文化財の

盗難や破損等を確認したときの連絡体制を検討する必要があります (① -5-c)。

・文化財の防災・防犯を啓発する必要があります (① -5-d)。

・文化財の防災に関して、現状とリスクを把握する必要があります (① -5-e)。

・文化財の保全・修理を計画的に進める必要があります (① -6-a)。

・収蔵庫の分散化を解消するため、新しい収蔵庫を新設する必要があります (① -7-a)。

・収蔵資料の台帳整理・更新を計画的に進める必要があります (① -7-b~f)。

・保存管理や継承が困難な歴史的建造物や伝統文化（祭り・行事）、民俗芸能等、保存継

承の危機に瀕している文化財がありますが、次世代へ引き継ぐための方法が必要です (①

-7-g)。

（２）歴史文化の感動を「伝える」における課題

文化財の公開・展示が限定的です

・「やんば天明泥流ミュージアム」は町全体の歴史文化を公開・展示する拠点施設という

位置づけと展示コンセプトを定期的に再確認する必要があります (② -1-a)。

・ミュージアム敷地内に部分移築した⾧野原町立第一小学校旧校舎（以下、第一小学校旧

校舎）は、本館で展示できない町の生業を支えた民俗資料、その小学校卒業生で「上毛

かるた」を考案した浦野匡彦氏関係資料、学校教材などを展示していますが、展示資料

の見直し・入替えなど定期的な再確認は必要です (② -1-b)。

・ミュージアムや第一小学校旧校舎の展示以外でも町の歴史文化を知ることができるサテ

ライト展示を検討し、地域を巡るように促す取組みが必要です (② -1-c)。

文化財の整備・維持管理が不十分です

・文化財サインの所在や記載内容・設置状況を把握しきれていないものがあり、維持管理

が不十分。またデザインや表記の統一化、多言語化対応といった更新と修正が必要です(②

-2-a)。

・旧狩宿茶屋本陣は補助金を活用した整備事業が見直しとなり、建物の崩壊を防ぐための

応急的な保全修理工事を実施しましたが、今後の活用や保存修理の方向性を定める必要

があります (② -2-b)。

・國學院大學文学部考古学研究室が継続的に学術調査を実施している居家以岩陰群で遺跡

をどのようなかたちで後世に残していくか決める必要があります (② -2-c)。

・国登録有形文化財草軽電鉄旧北軽井沢駅駅舎は観光協会に管理委託して活用されてきて

いますが、建物の定期メンテナンスは未実施です (② -2-d)。

・群馬県指定史跡勘場木石器時代住居跡は屋外半露出展示で、オリジナル面は覆屋と擬土

により保護されています。久々戸遺跡柄鏡形敷石住居跡は屋内床下に移築展示していま

す。どちらもサテライト展示として活用していくが、定期メンテナンスなどは確立して

いません (② -2-e・f)。

・ダム建設や鉄道付け替えにより、以前と比べてカモシカの滅失は少なくなってきていま
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すが、より住民の近くで目撃・発見されるケースが増え、地域住民に安易に近づかない

など注意喚起する必要があります (② -2-g)。

・町域に所在する巨樹が倒木する事例が発生しています。事後報告が多く、事前に樹勢な

どを把握する必要があります (② -2-h)。

文化財の普及活動が不十分です

・地域住民の文化財に対する興味・関心が高いとは言えず、文化財に触れる機会を創出す

ることから着手する必要があります (② -3-a)。

・町民をはじめ一般向けの文化財冊子や観光者向けのパンフレットがダム事業の関係でし

ばらく刊行されていないので作成する必要があります (② -3-b・c)。

・町の歴史文化の価値や魅力を広く伝えるためには SNS 等の多様な媒体による情報発信

や多言語化対応が必要です (② -3-d)。

（３）ふるさとの誇りを「育てる」における課題

文化財部局や関連団体の人材・人員が不足しています

・文化財部局の人員不足のため、引継を見越した文化財専門職員の配置や、専門職員でな

くても業務を遂行できるよう業務のマニュアル化が必要です (③ -1-a)。

・町だけでは賄えない業務の支援体制を整備する必要があります (③ -1-b)。

・文化財調査委員会の委員の専門分野に偏りがあり、体制の強化が必要です (③ -1-c)。

・文化財関連団体等の世代交代がうまくいっておらず、会員の減少、高齢化等による担い

手不足や活動費の捻出が課題となっており、支援が必要です (③ -2-a)。

多様な主体との連携が不足しています

・文化財に関わる庁内関係課との連携が不十分です (③ -3-a)。

・地域住民の文化財に対する関心が高いとは言えず、将来を担う子どもたちをはじめ、幅

広い世代が町の文化財と関わる機会を創出する必要があります (③ -3-b・c)。

・町外の人たちへ歴史文化の価値や魅力を伝えるために観光・交流・農振事業を関係各課

や地元行政区と連携して実施する必要があります (③ -3-d・e)。

・本町の歴史文化の特性には、浅間山を背景としたものや古道・街道によって結ばれて育

まれたものなど、町外に向けて広域に広がるものが多いです。文化財の普及活動をより

効果的に行うには近隣市町村との連携が必要です (③ -4 -a)。

・本町の歴史文化の価値や魅力をより広く伝え、文化財に関連する多様な主体と連携する

ためのツールが必要です (③ -4 -b)。

・地元の文化財を積極的に保存・活用しているジオパーク関係団体や文化財関連団体と文

化財部局・庁内関係課の連携がとられておらず、効果的な取組みに結びついていないで

す (③ -4 -c・d)。
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３ɹ文化財の保存・活用に関する方針

（1）文化財を「守る」における方針

文化財を計画的に把握し、その情報の管理と更新を適切に実施します

・把握調査を計画的に実施します (① -1-a)。ɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹ

・文化財リストの更新、GIS 地図と連動して一元管理するデーターベースを構築します (①

-1-b)。

・文化財の把握～指定文化財台帳の作成・更新という一連の業務サイクルをつくり、担当

者が変わっても確実に引き継ぐ仕組みをつくります (① -1-c)。

・八ッ場地区で調査後に水没あるいは消滅した範囲を遺跡地図から滅失し、事務処理の負

担を減少させます (① -1-d)。

文化財の価値や魅力を調査します

・把握した文化財の価値や魅力を住民や町外から訪れた人に適切に伝えるために建造物の

詳細調査を実施します (① -2-a)。

・古い調査の現状調査を実施します (① -2-b)。

・これまで行われていない類型の詳細調査を実施します (① -2-c)。

・古記録に記載があり、地中に埋没している天明三年関係の被災遺跡の範囲確認調査を実

施します (① -2-d)。

・湖底に沈んだ歴史を記憶に残し、新しい街区での移設文化財の活用方法を検討するため、

史資料をアーカイブします (① -2-e)。 

・古道・街道の未確定箇所や水没箇所を明確にする詳細調査を実施します (① -2-f)。

・本計画期間内に審議会を設立し、編さん基本計画や編さん委員 ( 案 ) の承認後に順次計

画に基づいて新しい町史を刊行していきます (① -2-g)。

文化財を次世代へ引き継ぎます

・種別ごとに統一的な指定等基準を定めます (① -3-a)。ɹ

・文化財の指定等を推進します (① -3-b~e)。

・個別の指定等文化財保存活用計画の作成を推進します (① -4-a)。

・指定等文化財の定期的な点検を実施します (① -5-a)。

・文化財や収蔵施設の防災に関する対策を定めます (① -5-b)。

・平時からの備えとして発災時に対応する体制を構築します。また、文化財の盗難や破損

等を確認したときの連絡体制を検討します (① -5-c)。

・文化財の防災・防犯の啓発をはかります (① -5-d)。

・文化財の防災に関して、文化財防災チェックリストを活用し、現状とリスクを把握しま

す (① -5-e)。

・文化財の保全・修理を計画的に実施します (① -6 -a)。

・収蔵庫分散化を解消するため収蔵庫を新設します (① -7-a)。

・各収蔵庫の基本台帳の整理・更新を計画的に進めます (① -7-b~f)。
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・滅失の危機に瀕している有形文化財や、担い手不足が深刻な無形の民俗文化財は、記録

保存等の次世代へ引き継ぐための方法を検討します (① -7-g)。

（２）歴史文化の感動を「伝える」における方針

歴史文化を知る場所を整備します

・「やんば天明泥流ミュージアム」は町全体の歴史文化を公開・展示する拠点施設という

位置づけと展示コンセプトを定期的に再確認します (② -1-a)。

・第一小学校旧校舎では、本館と合わせて、収蔵資料に基づいた展示資料の定期的な見直

し、季節テーマの展示などを推進します (② -1-b)。

・サテライト展示を検討し、実際に現地を訪れて町の歴史文化をより深く理解できる場所

や提供する情報を充実させる (② -1-c)。

・文化財サインの適切な管理と内容の充実をはかります (② -2-a)。

・今後の活用や保存修理の方向性を定めて計画的な事業の推進と現状を踏まえた計画内容

の改定を行います (② -2-b)。

・居家以岩陰群について現地の公開方法など整備の方向性を大学・地元と検討します (②

-2-c)。

・ミュージアムや第一小学校旧校舎の展示以外に、実際に現地を訪れてより深く歴史文化

を理解するためのサテライト展示となる歴史的建造物を維持管理するために、適切な定

期メンテナンスの実施を検討します (② -2-d)。

・ミュージアムや第一小学校旧校舎の展示以外に、実際に現地を訪れてより深く歴史文化

を理解することができるサテライト展示となる縄文住居跡を維持管理するために、適切

な定期メンテナンスの実施を検討します (② -2-e・f)。ɹ

・地域住民にカモシカとの対応を周知します (② -2-g)。

・町域の巨樹・巨木のリスト化と樹勢の現況調査を進めます (② -2-h)。

歴史文化の価値や魅力を広く伝える普及活動を進めます

・地域住民が文化財に触れる機会を創出します (② -3-a)。

・一般向けの文化財冊子を刊行します (② -3-b)。

・文化財パンフレットの作成について庁内関係課の観光事業との連携を進めます (② -3-

c)。

・町の歴史文化の価値や魅力を広く伝えるため、多様な媒体を活用した情報発信や多言語

化対応を進めます (② -3-d)。

（３）ふるさとの誇りを「育てる」における方針

文化財保護の担い手を育てます

・文化財部局の体制整備や業務のマニュアル化を実施します (③ -1-a)。

・文化財の保存・活用に係る関係人口を増やす制度を新設します (③ -1 -b)。
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・文化財調査委員会の体制強化のため、近隣行政機関・専門家との連携を進めます (③ -1 

-c)。

・文化財の保存・活用の担い手を育成・支援する体制を整備し、文化財関連団体等の活動

を支援します (③ -2 -a)。

文化財を支える人の輪を広げます

・文化財に関する事業や将来像を共有化し、庁内関係課の協力体制を構築し、業務の効率

化やより効果的な事業推進を行います (③ -3 -a)。

・住民が町の歴史文化に関心をもち、価値を知り、誇りを感じれるように、学校教育や生

涯学習と連携した普及事業を検討します (③ -3 -b・c)。

・町外の人たちへ歴史文化の感動を伝えられるように、観光・交流・農振事業を関係各課

と連携して実施するとともに行政区とのつながりも強化します (③ -3 -d・e)。

・文化財の普及活動をより効果的に行えるよう近隣の関連自治体と連携します (③ -4 -a)。

・町の歴史文化の価値や魅力をより広く伝え、文化財に関連する多様な主体と連携するた

めのツールを整備します (③ -4 -b)。

・ジオパーク関係団体や文化財関連団体との協力的な関係を構築し、連携・相互支援体制

を強化します (③ -4 -c・d)。

図 6-1ɹ既存の文化財サイン

（仙
㆛㇓ㆋ㆟ㆌ

峩滝不動堂の宝塔）

図 6-2ɹ既存の文化財サイン

（三ツ堂）
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（１）文化財を守る措置

第７章ɹ文化財の保存・活用に関する措置

１ɹ文化財の保存・活用に関する措置

ɹ各措置は、国費（文化財補助金、新しい地方経済・生活環境創生交付金、過疎対策事

業債等）・県費・町費、その他の民間資金等を活用しながら進めていきます。
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（２）歴史文化の感動を「伝える」措置



87



88

（３）ふるさとの誇りを「育てる」措置
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第８章ɹ関連文化財群

１ɹ関連文化財群の設定

ɹ関連文化財群とは、広域で多様な本町の文化財を、歴史文化に基づく関連性・テーマ・

ストーリーによって一定のまとまりとして捉えたものです。これらは地域の歴史的・空

間的な関連性に基づき設定されますが、必ずしも連続した空間性や区域を伴うとは限り

ません。

ɹ関連文化財群を設定することにより、本町内に点在する文化財を、類型・種別や指定・

未指定の別に関わらず、一体的・総合的に扱い、構成要素として価値づけることが可能

になります。また相互に結びついた文化財の多面的な価値・魅力を明らかにするととも

に高めることで、町内外の人たちに文化財の価値をより深く伝え、魅力を理解してもら

えます。

図 8-1ɹ関連文化財群の考え方
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２ɹ関連文化財群のテーマとストーリー

ɹ本町の歴史文化の特性から、本計画の計画期間で一体的に保存・活用していく関連文

化財群のテーマを４つ設定します。

図 8-2ɹ歴史文化の特性と関連文化財群

図 8-3ɹ浅間山噴火（1973 年）
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（１）関連文化財群①「天明三年浅間山噴火の災害と復興」

ɹɹɹɹɹ

◉天明三年浅間山噴火の災害と復興の痕跡：噴火により発生した鎌原土石なだれにより

ɹ旧小宿村（旧常林寺を含む）が被災し、土石なだれが吾妻川に流れ込んで泥流となっ

ɹて流域沿いの村々を呑み込んでいきました。

ɹ町内では「災害と復興」を伝える現地を実見できます。

■発掘調査によってわかった被災状況とその時の農民のとった行動、その後の復興と記

ɹ録：やんば天明泥流ミュージアムのメインテーマであり、体感シアターと出土遺物の

ɹ展示で学習できます。

表 8-1ɹ関連文化財群①構成文化財一覧
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■火山災害の歴史と教訓を学べる場：天明三年浅間山噴火について、嬬恋村と相互補完

的な関係にあり、現地に残る天明三年浅間山噴火関連の石造物などの被災者供養や地域

の復興を伝える文化財の実見、やんば天明泥流ミュージアム＋浅間山北麓ビジターセン

ター＋嬬恋郷土資料館の３館の見学で本災害の大局的把握ができます。
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表 8-2ɹ関連文化財群①課題と方針
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図 8-4ɹ関連文化財群①分布図



96

（２）関連文化財群②「吾妻牧場から始まる浅間高原開拓史」

◉北白川宮能久親王による吾妻牧場の開設にはじまる浅間高原の近代化へのストーリー：

ɹ牧場開設時の黒源家との関わり。同時期に旧館林藩の秋元氏の入植。北白川宮の逝去後、

ɹ牧場は民間に払い下げられ、浅間牧場、一匡村・大学村別荘地、草軽電鉄など、その

ɹ後の北軽井沢を特徴づけるエリアを誕生させています。

表 8-3ɹ関連文化財群②構成文化財一覧
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■戦時中：広大で見通しの効く浅間高原では戦時中、旧陸軍による演習や旧海軍による

ɹロケット（ミサイル）発射実験が実施されました。

■戦後：満蒙地区からの引き揚げ者の入植と開拓：水道も電気も住宅すらない、過酷な

ɹ状況下で開拓を進め、高原野菜産地・酪農地帯へと発展させました。

■高度経済成⾧期以降：ゴルフ場・スキー場に代表されるレジャー施設、リゾートマンショ

ɹンやホテル・旅館・ペンションなどの宿泊施設、近年ではキャンプ場・遊園地などの

ɹレジャー観光業が相次いでオープンしました。

表 8-3ɹ関連文化財群②課題と方針



98

図 8-5ɹ関連文化財群②分布図
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（３）関連文化財群③「周辺地域との交流による交通とムラの発展」

ɹɹɹɹɹ

◉時代とニーズに応じて、交通の手段が尾根道、信仰の道、街道、馬車軌道、鉄道、自

ɹ動車道へ段階的に発展していき、それに伴いムラが形成された、交流のストーリー：

ɹ本町の地理的環境から主に⾧野県を介して中部高地、関東・北陸地方との交流がうか

ɹがえます。

■縄文時代：周辺環境が安定した中期後半は現在の大字単位で大規模集落が造営され、

ɹ吾妻川沿いの人口が最も増える時期であり、交流の痕跡は考古資料から窺い知ること

ɹができます。発掘調査で出土した土器には、関東系・八ヶ岳系・浅間山周辺系（関東

ɹ系と八ヶ岳系の融合型式）・越後系・南東北系といった少なくとも５系統が確認されて

ɹいます。この頃は主に山の尾根道を利用し峠を越えた交流でした。

表 8-4ɹ関連文化財群③構成文化財一覧
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■古代中世以降：山岳信仰が活発になり、尾根道は信仰の道（参道）として利用される

ɹようになりました。

■中世後期～近世：上野国と信濃国を結ぶ真田道が吾妻郡に整備されたことから、その

ɹ道沿いに集落が形成され、城郭も築かれました。この頃、須川橋と琴橋の２つの橋が

ɹ町内外を結ぶ交通や戦略上のポイントになり、羽根尾・⾧野原・川原畑は伝馬宿の機

ɹ能もありました。近世には信州街道、沓掛道（草津道）が整備され、街道の交差点で

ɹある狩宿には関所が設置されて宿場町として賑わいました。

■近代以降：町民有志の功績により吾妻峡沿いの新道開削を契機として吾妻郡内東西の

ɹ文化交流が進展し、馬車軌道、次いで鉄道やバス等の公共交通網が整備されました。

ɹこうした交通網の近代化は町の発展に繋がりました。
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表 8-6ɹ関連文化財群③課題と方針
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図 8-6ɹ関連文化財群③分布図
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（４）関連文化財群④「天然資源に育まれた吾妻川流域の文化と八ッ場ダム」

ɹɹɹɹɹ

◉吾妻川の天然資源を利用した文化と八ッ場ダムにつながるストーリー：本町北部には

ɹ利根川支流の吾妻川が東西に流れ、人々は周囲を取り巻く森林やそこを水源とする湧

ɹ水や河川などの天然資源を利用した生活を営みました。昭和 27年（1952）に計画さ

ɹれた八ッ場ダム事業に伴う水没地区もあり、南部と異なる歴史を辿りました。

■天然資源の利活用：川原湯温泉が湧出し、中世以降温泉文化が発展しました。また、

ɹ狩宿湧水などの湧き水が古くから生活に利用され、水資源を活用する酒造業や森林資

ɹ源を活用する炭焼きなどの生業もありました。

■文化：村々では天然資源を利用した生活の中で山村独自の文化を営みました。年中行

ɹ事が各地区で継承され、湯かけ祭りや鳥追い祭りなどの風俗習慣、獅子舞や神楽といっ

ɹた民俗芸能が行われています。また、川沿いに発展した街道や集落には道祖神等の多

ɹ様な石造物が残り、人々の信仰の厚さを感じられます。

表 8-6ɹ関連文化財群③構成文化財一覧
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■近代化：明治時代以降、新たな天然資源の活用が始まりました。生活インフラへの活

ɹ用のため発電所や用水、水道、小規模ダムが整備されました。こうした活用は、鉄道

ɹや新道の開通につながり、町の近代化につながりました。

■生活再建：八ッ場ダムは紆余曲折を経て令和２年（2020）に完成しました。水没５地

ɹ区では代替地への生活再建が進み、温泉などの既存産業に加えて道の駅などの振興施

ɹ設が整備され、新たな観光産業が始まりました。開発予定地にあった地域の文化財は

ɹ移設ないし記録保存され、生活再建とともに文化も次世代へ継承されていきます。
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表 8-7ɹ関連文化財群④課題と方針
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図 8-7ɹ関連文化財群④分布図
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３ɹɹ関連文化財群に関する措置

（１）関連文化財群①「天明三年浅間山噴火の災害と復興」
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（２）関連文化財群②「吾妻牧場からはじまる浅間高原開拓史」
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（３）関連文化財③「周辺地域との交流による交通とムラの発展」
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（４）関連文化財群④「天然資源に育まれた吾妻川流域の文化と八ッ場ダム」
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図 8-8ɹ解体前の王湯（川原湯温泉）

図 8-9ɹ現在の王湯（川原湯温泉）
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吾妻牧場碑 北軽井沢大学村組合管理事務所 軽石ブロック住宅

満洲開拓記念碑 田中銀之助別荘 牧宮神社

関連文化財群①「天明三年浅間山噴火の災害と復興」

関連文化財群②「吾妻牧場から始まる浅間高原開拓史」

⿁押出し溶岩 旧常林寺跡 雲林寺

羽根尾の浅間石 旧新井村の墓碑 遠西遺跡・町遺跡

（⾧野原の町並み）
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炭焼窯 百八灯 八ッ場ダム

大津ダム カツラ巨樹群 狩宿湧水

万騎峠のブナ 久森峠 旧狩宿茶屋本陣

旧太子線廃線遺構道陸神峠 柳沢城跡

関連文化財群④「天然資源に育まれた吾妻川流域の文化と八ッ場ダム」

関連文化財群③「周辺地域との交流による交通とムラの発展」
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第９章ɹ文化財の保存・活用の推進体制

１ɹ計画の推進体制

（１）⾧野原町の体制

ɹ地域計画は、本町の文化財担当部局である教育委員会事務局教育課文化財係・やんば

天明泥流ミュージアム係が中心となり、行政、専門機関、地域住民、所有者、関連団体

といった多様な主体との連携による推進体制を構築して取り組んでいきます。

ɹ協議会と庁内WGを引き続き運営し、文化財担当部局が主体となる措置の進捗管理と

関連事業における情報共有、事業成果の評価を行なうことで、確実な計画推進を図ります。

図 9-1ɹ文化財保存活用地域計画の推進体制
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表 9-1ɹ文化財の保存・活用を推進していく主体と主な役割【行政】
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（２）多様な主体との連携

ɹまた、多様な主体とより柔軟な情報共有と協力体制を構築するため、SNS サイトの開

設を検討します。そこで措置の協力の呼びかけや、主体間の相互の情報共有を随時行え

るようにします。

表 9-2ɹ文化財の保存・活用を推進していく主体と主な役割【専門機関・地域住民等】
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２ɹ文化財の防災・防犯及び災害時の対応

ɹ防災のため、平時から文化財所有者や関連団体と情報を共有し、関係者との役割分担

と防災計画の検討を進め、災害が発生した時の連携体制を構築する。非常時には群馬県

を通じて国や文化財防災センターに被害の連絡、協力（必要に応じて文化財ドクターの

要請）を依頼します。また、所有者をはじめ、関連自治体、地域住民や関連団体、専門

機関と連携して対応します。

ɹ防犯についても、平時から文化財の所有者、地域住民、関連団体と連携して文化財を

見守り、盗難・破損などを確認した時には迅速に連絡が取れるように体制を整えます。

図 9-2ɹ文化財防災体制のイメージ案
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３ɹ計画の進捗管理と評価の方法

ɹ地域計画の着実な実施のため、PDCA サイクルを取り入れて進捗管理を行います。年度

後半に当該年度に実施したすべての措置の達成度を確認し、自己評価を行います。結果

は庁内WGと協議会で共有し、評価を受けることとします。

ɹまた、計画６年目には、庁内WGと協議会の評価をもって、計画見直しの検討を行い

ます。

ɹなお、「計画期間の変更」、「⾧野原町の区域内に存する文化財の保存に影響を及ぼすお

それのある変更」、「文化財保存活用地域計画の実施に支障が生じるおそれのある変更」

が生じる場合は文化庁へ変更の認定を申請します。それ以外の軽微な変更が必要な場合

は、群馬県を通じて文化庁⾧官へ情報提供を行います。

図 9-3ɹ文化財保存活用地域計画における PDCA サイクル
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